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令和７年度第２回 

新宿区外部評価委員会第３部会 会議概要 

 

＜開催日＞ 

令和７年７月２８日（月） 

 

＜場所＞ 

本庁舎６階 第３委員会室 

 

＜出席者＞ 

外部評価委員（４名） 

稲継裕昭、小杉美恵子、佐伯康之、安井潤一郎 

区職員 

事業所管課（５名） 

大森行政管理課長、志原情報戦略課長、小林副参事（広聴担当）、 

堀里税務課長、栗木滞納対策課長 

 

事務局（３名） 

西澤副参事（特命担当）、奥井主任、西﨑主任 

 

＜開会＞ 

【部会長】 

 皆さん、こんにちは。ただいまから、第 2 回新宿区外部評価委員会第 3 部会を開催しま

す。 

 本日は、事業所管課へのヒアリングを実施します。 

 それでは、議事に入る前に、本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

【事務局】 

 ではまず、本日の配付資料を確認させていただきます。 

 一番最初のところに次第が 1枚、Ａ4の 1 枚でついております。その次に、前回と同じに

なりますが、外部評価チェックシートをおつけしております。本日もこちら、前回と同様、

メモにお使いいただければと思います。そちらの次に、参考資料 1と書かれておりますヒア

リング時の質問リストということで、本日のヒアリングの事前リスト、質問リストをおつけ

しております。 

 配付資料について過不足、お手元に不足のある方いらっしゃらないでしょうか。よろしい

ですかね。 

以上となります。 



2 
 

【部会長】 

 それでは、ヒアリングを実施します。 

 区の職員の方々、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。よろしく

お願いします。 

 外部評価委員会は、テーマごとに委員会を 3 つの部会に分けており、この第 3 部会のテ

ーマは自治、コミュニティ、文化、観光、産業になります。 

 私は外部評価委員会の会長及び第 3部会長の稲継と申します。よろしくお願いします。 

 部会の委員は、私から見て時計回りに、こちらから小杉委員、それから佐伯委員、それか

ら安井委員です。中曽委員いらっしゃるんですけれども、急用のため遅参、もしくは欠席と

なります。 

 本日は、効果的・効率的な行財政運営というテーマで、区の総合計画における個別施策Ⅳ

－1を構成する主な計画事業と経常事業を中心にヒアリングを行いたいと思います。 

 進行の詳細について、事務局から説明をよろしくお願いします。 

【事務局】 

 では、本日の進行についてご説明をさせていただきます。 

 事務局を通じて、本日のヒアリングの前に先立ちまして、委員及び区の担当部署の皆様に

質問リストをお配りしております。こちらの質問リストを基に、部会長の進行に従い、質疑

応答を中心に進めていきます。 

 まず、事業所管課の皆様は、参考資料 1、ヒアリング時の質問リストに記載されている質

問について、回答を最初にお願いいたします。委員の皆様は、事業所管課からの回答を受け

て、さらに確認したいこと、追加の質問がある場合はご発言をお願いいたします。管理職の

皆様は、本日この場で追加で生じたご質問に対して、ご回答をなるべくお願いいたします。 

 質疑応答が時間内に終了しなかった場合や、この場での回答が難しい質問があった場合

などには、後ほど文書で追加質問と追加の回答という形で仕切らせていただくこともあり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 質疑応答は、参考資料 1の質問リストの順番で進めさせていただきます。 

 なお、委員の皆様にお伝えさせていただきたいんですけれども、勉強会のときから、一部

事業の並び順を変更させていただいております。具体的には、計画事業 59の②の滞納整理

業務の一元化の質問についてなんですけれども、こちら、もともとの流れのときは 59 の①

の事業の続きでついていたんですが、所管部署である滞納対策課が、ほかの税金関係の質問

とまとめてご回答ができるように、後ろに少し倒させていただいておりまして、本日 59の

②、滞納整理業務の一元化の質問については、ヒアリングについては、計画事業 64「行政

手続オンライン化の推進」の後で、経常事業 647「区税収納率の向上」の前、その 2つの間

のところに、滞納整理業務の一元化の質問を挟ませていただければというふうに思います

ので、そういった順番になる旨、ご承知おきください。 

 所管部署の皆様におかれては、ご担当の事業の質疑応答が終わりましたら、部会長の案内
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に基づいて順次ご退席をお願いいたします。 

 では、本日の進行についてのご説明は以上となります。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局を通して事前に委員及び区の担当部署にお伝えしてある質問ごとに、私

の進行に従い質疑応答を中心に進めたいと思います。 

 この進行に関して、何か質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事業所管課の皆さんは、参考資料 1ですね、横長のやつですけれども、これに

記載されている質問について、番号順に回答をお願いします。 

 まず、情報戦略課からよろしくお願いします。 

【情報戦略課長】 

 それでは、質問内容を読み上げてからでよろしいでしょうか。 

【部会長】 

 そうですね。 

【情報戦略課長】 

 まず 1番目でございます。新宿区情報化戦略計画について、計画期間が平成 30 年度から

令和 9年度の 10 年間とあるが、令和 6年度終了時点での進捗状況はどうなっているかとい

うことでございます。 

  こちらの新宿区情報化戦略計画は、区におけますＩＣＴの現状と課題を踏まえまして、

区民サービス、利便性の向上ですとか地域課題の解決、効果的・効率的な行政を推進するた

めに、ＩＣＴの役割と利活用の方向性を明確化したものでございます。 

 こちら、行政手続のオンライン化ですとかキャッシュレス決済をはじめまして、生成ＡＩ

の活用などの具体のＩＣＴの取組につきましては、こちら、多少の前後はあるものの、日々

変化する技術革新の動向ですとか国の動向等も踏まえまして、費用対効果等を勘案し取組

を進めているところでございまして、前後あったりですとか、状況が作成時と変わっている

ということはあるんですが、基本的におおむねほぼ計画どおりであると、今、捉えて考えて

いるところでございます。 

 続きまして、2番目でございます。こちら、情報化戦略計画を推進するに当たっての主要

な課題は何であると考えているのかというご質問でございます。 

 こちらの計画に挙げていますＩＣＴの役割と利活用の方向性を踏まえまして、個々の戦

略の目標の実施に向けた共通事項として挙げていますＩＣＴ人材の育成と情報化戦略の推

進体制の強化が、特に主要な課題と考えているところでございます。 

 ＤＸ人材育成研修等の取組の推進をはじめまして、令和 7年度に組織改正を行って、こち

ら、6年度までは情報システム課だったのが、情報戦略課というふうに課名を変えておりま

す。こちらの情報戦略課のＩＣＴに関する政策提案機能の強化に取り組んでいるところで

ございます。 
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 こちら、ＤＸ推進の部分を行政管理課のほうから今回移管しておりまして、一体的に取り

組むということで、課名も情報戦略ということで変えているところでございます。こちら、

仕事を移管、統合しまして、こういったふうに課名変更して取り組んでいるというところで

ございます。 

 続きまして、3番目でございます。こちらは、情報化戦略計画に記載されている取組の中

で、最も工数ですね、こちら、人員数、時間数となっていますが、かかっているものはどれ

かということでございます。 

 基本的に、全体として、こちら、正確な工数がちょっと出せるというものではありません

が、記載されている取組の中で特に工数を要している、一番労力がかかっている、人件費を

要しているというものが基幹業務システムの標準化、またイントラネットシステムの機能

強化などの、そういった全庁のＩＣＴ基盤の最適化が挙げられるところでございます。 

 こちら、システムのクラウド移行ですとか標準化による運用管理負荷の軽減などに取り

組んでいるところでございます。こちらの工数が非常に大きい、全体で大きなものを占めて

おりまして、想定よりも少し労力もかかっているので、今後の運用については、それをいか

に減していくかというのが、今ちょっと課題となっているというようなところでございま

す。 

 続きまして、4番目でございます。こちらの情報化戦略計画の 71 から 77 ページに記載さ

れているシステム等のうち、より多くの区民に影響するものや、全庁で広く利用されている

ものなど、特に重要なものをいくつか挙げるとすればどれかというところでございます。 

 こちらのうち、特に区民サービスに影響するシステムとしましては、区民や地域への情報

発信ですとか情報収集を担うコンテンツ管理システムや、ご意見やＦＡＱシステムでござ

います。また、住民記録や税などの基幹業務システム、福祉、健康、子ども家庭等の各所属

の業務を支える個別の業務システムでございます。 

 また、これらを運用するに当たっての区の事業運営の根幹を担う財務会計と文書管理等

のシステム、また職員が日常使っているパソコンの環境ですね、通常事務を実施する環境を

整備していますイントラネットシステム、またインターネットシステム、また、これらを、

ネットワークでつながっていますので、この基幹ネットワークの整備、こういったものが挙

げられるところでございます。 

 一応 4問で、以上でございます。 

【部会長】 

 ここで 1つ、ご質問が委員のほうからありましたらお願いしたいと思いますが。 

【委員】 

 ご説明ありがとうございます。 

 まず、この新宿区情報化戦略計画は 10 年で設定されているんですけれども、これという

のは、民間だと 10 年計画というのはあんまり立てているのかなというのがあれなんですけ

れども、やっぱり区の行政単位だと、この 10 年間の情報化戦略計画という形で立てる区で
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すとか、要は行政、国とか都とかもそうですけれども、そういった行政というのは、やっぱ

り 10年単位で評価するのが一般的なのでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 こちら、ちょっと私、完全な担当ではないんですけれども、一般的にやはり 10 年単位の

総合計画、基本計画に基づいて、細かく計画を立てるという流れがあります。その中で、や

はり情報化戦略計画も、その大きな計画の 10 年というスパンで立ててはいます。 

 ただ実際、この計画の中身からすると、こういった情報システムに関するもので、10 年

というのはとても計画立てられるものではありませんので、そういう意味では、ご覧いただ

くと分かるんですが、非常にアバウトな大きな方向性のみが示されていて、実際は、その中

で立てていきます実行計画ですね、大体 3 年、4 年スパンの計画の中でもう少し詳細に、 

さらに、この情報システムだと日々移り変わりが激しいですので、それに応じて、毎回毎回

計画を見直ししながら、そのときに最適なものを実施していくと、そういう形で取り組んで

いるというのが実情でございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 この計画、情報化戦略計画って 10 年ってなっていて、ただその内容を見ると、例えば、

1年単位でどこまで進んでいるのかとか、今、6年の時点でどこまで達成されているのかが、

これ 10 年計画だから、その計画と実行との比較というのはやっていないのかもしれません

けれども、これはまた別に資料があるということですかね。 

【情報戦略課長】 

 そうですね。実際が、もうちょっとこの下の実行計画という、第 1次、第 2次という形の

細かく分かれているものと大体歩調を合わせて、その中でもう少し詳細なものに取り組ん

でいるというのが実態でございます。 

 なかなか、本当に先ほど申し上げましたが、10 年って、このジャンルものはなかなか、

まちづくりとはちょっと違いますので、大きな方向性のみが示されているというのが今の

この計画のつくりで、そこに基づき、大きな方向性を踏まえた上での細かい計画を、大体三、

四年スパンでつくる。さらに、実際は毎年毎年計画の見直しが、この分野は非常に頻繁に行

われているところで、そういった世の中の状況や、こういったテクノロジーの進化や技術や

考え方の変化激しいですので、それに応じて計画を見直しながら進めているというところ

でございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 あと、このシステムに関して、例えば、71ページから 77ページまであるものというのは

物すごく、一般業界と比較してもそのボリュームがかなりあるなと思うんですけれども、こ

れ、やっぱり集約していくといっても、それぞれのメニューが、基幹業務システムでも、住

民登録とか印鑑登録とか多種多様なシステムがあるから、これ統合していくとか、そういう
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形にもできないだろうし、どうやってめり張りをつけて管理しているのかなというのをす

ごく、よくこんなにいろんなシステムを管理できるし。 

 これって、例えば、いろんなシステムがあったときに、いろんな区があったとき、新宿区

以外にもいろんな区があると思いますけれども、新宿区という区単位でこれをマネージす

るというのはすごく、ほかの区とかと合わせてマネージしたほうがよろしいんじゃないか

なと、外部的に見ると思ってしまうんですけれども、それは、やっぱりそういうことには、

それぞれの個人情報とかもありますから、なかなかできないのでしょうか。 

 ちょっと質問が分かりにくいかもしれませんけれども、要は、そのシステムを、ほかの区

との連携で統合していくということはできないのでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 ありがとうございます。 

 非常にここは、もう壮大なテーマになっているわけなんですけれども、実は、こういった

情報システムというのは、恐らく世の中的にも、大昔の話ですけれども、まず銀行さんです

とか、金融機関に大きなメインフレームコンピューターが入って、ほぼその時期と併せて、

行政にもそういったメインフレームコンピューターが入って、実は今、遅れている、遅れて

いると言われていますけれども、一番最先端にこういったシステムが導入され始めたとい

うのは、行政の業界だったりもするんですね。 

 当然、住基の住民記録の情報ですとか税の情報ですとか、そういった基幹的なものを進め

るということから、こういったシステムというのは導入が始まっていくと。それがどんどん

どんどん大きなコンピューターからパソコンの時代になって、パソコンで構築するような、

当時クライアントサーバーシステムというのがたくさんできてきた。ただ、その当時のコン

ピューターの処理技術からすると、そういった統合的なものは当然無理ですし、あわせて、

やっぱり個人情報をそれぞれが管理するということがあったので、各自治体単位でやはり

導入するというのが、歴史的にずっと続いてきたところです。 

 ただし、一方で、こうした事業者さんもそれぞれの自治体ごとに開発するということでは

ないので、パッケージシステムと言われるものがどんどんできてきて、そのうち、何とかシ

ステムというと、ちょっとしたカスタマイズで各自治体に合うようなものを商品として導

入、売り出してきて、それぞれが各自治体に入ると。その前にいろんな業者さんつくってい

ますから、例えば、1つのシステムで大体大手 5社さんぐらいが作っていまして、その中か

ら選んで組み合わせて使っていくということが、ずっと続いてきました。 

 ただ、昨今もクラウドコンピューティングの時代になってきて、技術的にもそういったも

のを統合的にやっていくことができるようになってきたと。また、当然、今ご指摘あったよ

うに、非常に管理も煩雑であり、何か法改正があった場合でも、それぞれでお金をかけて、

それぞれ修復するという非効率性がある。そのあたりから、やはり今後の大きな方針として、

国のほうで今、旗を振って、とりあえず主要の 20業務については、まず仕様の統一をする

ことで、全てガバメントクラウド上で動作させるというものに移行していきましょうとい
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う、今流れになってきて、まさにその第 1弾として、今年の 1月から、新宿区は一番最初の

自治体になりますけれども、住民記録システムですとか国民健康保険システムとか、それは

ガバメントクラウドの国の標準仕様にのっとったシステムに全部移行したというところで、

大きな方向性としては、今後は、まだ実現していませんが、大きな 1つのシステムをみんな

が、利用者として自治体も使っていくような、いわゆる SaaS のシステムですね、そういっ

たものが大きな方向で向いていますが、ただ、現状のガバメントクラウドでも、ガバメント

クラウド上にそれぞれの自治体が、従来と似た感じで、仕様書は統一されたんですが、シス

テムはつくるというのがやっと始まったのが現状でございます。 

 ご指摘のとおり、そういった非効率ですとか、その辺を解消していくために、今国全体で

動いていますが、課題としては、経費も安くなるし、維持コストも安くなりますよって触れ

込みで始まったんですが、実際やってみると、以前よりもコストがかかり出しているという

のが大きな課題で、今それをどう解消していくんだということを、国中挙げて様々検討して

いるというのが、今の現状だというところの捉え方でございますので、大きな方向性はそち

らに向かっていますし、やっとそれが実現できるほどコンピューターが進んできたという

のが実態なのかな。 

 ただ、当然やはり個人情報の問題、非常に大きな問題がありまして、並行してどうやって

安全性を担保しながらやっていくか、それこそクラウドが、みんな外資のクラウドでやる中

に個人情報が乗ることが大丈夫なのかですとか、様々な課題が今出てきているところとい

う認識でございます。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

【委員】 

 どうもありがとうございます。 

 以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、よろしいですかね。 

 総合計画が 10 年単位というのは昔からというか、地方自治法上昭和 30 年代からずっと

やってきたんですけれども、やっぱりＩＣＴに関して言うと、10 年単位というのはすごく

長い。今拝見すると、アンケート調査の結果、平成 27年度は 25 年の結果が出ていて、もう

当時のホームページ見ていますかの話じゃなくて、今はもうスマホ見ていますかの話にな

っているので、ちょっと総合計画に合わせて 10年単位という考え方は変えてもらったほう

がいいのかなと、個人的には思います。 

 私が関わっている大阪市とか金沢市とか、そういったところで、昔使ったＩＣＴ戦略でも

10 年単位なんですけれども、今は本当、2 年単位とか 3 年単位のやつをがんがん出してい

るので、多くの自治体がそういう方向に今動き出している、主要な自治体はですね。なので、

昔から 10 年単位だから、今も 10 年単位でやりますという話は全然通用しない時代に今、



8 
 

なっているように、個人的には思いますので、また内部でご検討いただけたらなと思います。 

 どうぞ。 

【委員】 

 これから後の部分でも出てくると思うんですけれども、実は、内閣府の地方創生推進交付

金なんかをやっていたときに、官民連携とか、それから広域連携というところで、広域連携

なんかに関して言うと、1年ごとに違っているのね。一番最初やるときは県境の中でやって

いたのが、今、県境を越えてもＯＫになったし、令和 7年からは 2か点居住が最有力のとこ

ろになってきて、北海道と沖縄もＯＫというふうに、それこそ国でさえ 1年ごとに変わって

きていますから、先生、今言われたように、今まで 10年でやってきたからというのは、確

実に時代錯誤になっていきますので、そこのところをお考えいただければというふうに思

います。 

 以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、テーマの通番の 5番、6番ですね、民間活用の推進についてお答えいただけた

らと思います。行政管理課さんのほうから、よろしくお願いします。 

【行政管理課長】 

 行政管理課長でございます。 

 私のほうで、計画事業 58 番「公民連携（民間活用）の推進」に関する質問事項に対して

お答えを申し上げます。 

 まず、5番の質問でございます。民間提案制度について、13件の応募に対し採択が 1件と

いうのは少ないように感じるが、採択に当たり、区の予算の制約のために不採用になった事

例などはなかったかというご質問でございます。 

 こちらに対する回答といたしましては、まず、民間提案制度の採用事業の採用、不採用の

決定についての過程をご説明させていただきますと、まず、提案いただきましたら、有識者

を含めた民間提案制度提案評価委員会において、区民のサービスの向上、また効果的・効率

的な業務の推進ほか、あとは区財政の負担軽減など、7つの項目で評価委員会のほうで評価

をしていただきまして、この評価を基に最終的に区が採否を決定することになっておりま

す。 

 そのため、評価委員会での評価点が一定の基準を満たすものについては採用するものと

しておりますので、現状、予算の制約のために不採用となったという事例はございません。 

 続きまして、6番の質問でございます。民間提案制度において、応募件数が少ないと感じ

るが、どのような形で周知を行ったのかというご質問でございます。 

 民間提案制度の周知につきましては、広報新宿、それから、あと区ホームページのほか、

東京都中小企業振興公社と連携をいたしまして、主にスタートアップ向けのイベントを開

催するというようなところでございます。6年度につきましては、こういったイベントを 3
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回ほど実施いたしまして、区の民間提案制度の周知を図ってきたというところでございま

す。 

 応募件数 13件につきましては、最終的な応募件数という形で 13件となっておりますが、

この応募の前の段階で、事前協議ということで、区のほうで事前にご相談を賜っておりまし

て、その段階では 25 件の事前協議をいただいておりました。事前協議の中で、最終的に提

案としては 13 件に落ち着いたというような 6 年度の結果となっているところでございま

す。 

 回答については以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 委員の方から追加質問ございますか。 

 どうぞ。 

【委員】 

 ご説明ありがとうございます。 

 新宿区民間提案制度についてという、このプレゼン資料をいただいているんですけれど

も、その中で、実証実験に要する経費の支援 200 万上限と書かれていると思うんですけれど

も、公民連携で 200 万円で経費を負担するというレベルだと、多分民間提案のモチベーショ

ンがどの程度、これ、200 万円の上限というところは、大きなプロジェクトを提案してもら

うというような民間提案制度ではないんですよね。ちょっと予算の規模と実際の応募件数

が少ないというのが、何か連動しているのかなって気がしているんですけれども、それで、

ここで記載したように、予算の制約のために不採用となった事例というか、そもそもこの上

限が低いから、あんまりモチベーションにならないんじゃないかなと思ったんですけれど

も、その点はいかがでしょうか。 

【行政管理課長】 

 実証実験についてのお尋ねでございます。 

 まず、実証実験につきましては、令和 6年度から創設された制度でございまして、令和 6

年度に採用した 1事業というものが、実証実験コースによる採用になってございます。 

 内容といたしましては、行政文書のＤＸツールということで、行政文書の作成に特化した

ＩＣＴのツールを導入するというような内容でございます。こちらについての特徴が、条例

改正、法律改正等々を行う際に、効率的に行うというようなことができるものでございます。 

 実証実験については、経費の負担といたしまして、区のほうで上限 200 万円というところ

で定めております。実証実験を選ぶ、選ばないというものにつきましては、各提案のほうで

実証実験の併願をするかどうかというようなところで選択できるような制度になってござ

います。 

 もちろん、実証実験については、まだ今すぐ入れる前に、まず効果検証が必要ではないか

というようなことで結論に至った事業については、200 万円を上限に実証実験をまず行って、
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その効果を分析した上で、事業として採用するか、改めて評価をさせていただくという内容

でございますが、もう一つの事業提案コースにつきましては、特に予算の定め、予算の上限

というものはございませんので、そちらについては、予算の制約なく提案をいただけるのか

なというふうに思っております。 

 また、民間事業者のモチベーションというようなところのお尋ねでございますが、事業提

案コースでもし採用になった場合には、その後、事業実施に当たり、区のほうで原則事業者

のプロポーザルを行うことになっておりますが、その際に、事業提案者につきましては、プ

ラスの 5％加点するというようなインセンティブを設けておりますので、そういった取組の

ほうでより提案をしていただけるようなスキームについて、区のほうで工夫してやってい

るところでございます。 

【部会長】 

 よろしいですか。 

【委員】 

 いや。というか、やっぱり、ちょっとすごく分かりにくいというか、複雑なアプローチだ

なとは思いますけれども、ただ、これって、別に新宿区に限らず、いろんな区がやっていら

っしゃると思うんですけれども、大体同じような形でやっていらっしゃるんでしょうか。 

【行政管理課長】 

 そうですね。基本的には同じやり方、実証実験 200 万、それについては自治体のそれぞれ

の判断があるかと思うんですが、同じようなやり方を取っているところが多いのかなとい

うふうに認識しておるところでございます。 

【部会長】 

 ほかにご質問等よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

【委員】 

 質問として、13件は少ないのに対して、課長のほうから 25 件ありましたという回答をい

ただいたんですけれども、ちょうどこのとき、ふるさと納税の返礼品の時期だったんで、み

んなそんな話をしていたにしては、少ないなという気がしたのと、それから、もうちょっと、

どんな形でもっと分かりやすく、こういうのってよく、どこでも首突っ込んでくるコンサル

の人たちが、やって成功もしていないやつを持ってきたりすることが、現場からすると多い

んで、もうちょっとお知らせの仕方、産業振興等々と一緒にうまく連携するというようなや

り方もお考えになられたらいかがかなというふうには思っています。 

 昔の話だけれども、空き店舗に対して、保証金等々戻ってくるやつじゃないことに関して

は、中の改装 400 万まで新宿区が出すということでやられたことがありますよね、３年間。

ただ、そのときに、声かけるところは、新宿区の商店、店だったもんだから、やっぱり名の

りが遅くて。ところが地方を見てみると、オールジャパンでやるわけよね。だから、愛知県

の瀬戸市なんかでいうと、どんどん入ってくるわけですよ。だから、ちょっとやり方を、従
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来のところだけでなくて、オールジャパンで声かけて、新宿で仕事してみたいと思う人たち

が集まってもらえるようなやり方もお考えになったらどうかなと感じた次第です。 

 以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 よろしいですかね。それでは…… 

【委員】 

 すみません、もう一点だけ。 

 今、令和 5年とか令和 4年の採用事業事例紹介というの、いろいろあるんですけれども、

やっぱり公民連携というのも、ある程度いろんな区でやっているほかの事例と比較して、新

宿区の事例というのが十分かどうかとか、そういったご検討とかというのはされているん

でしょうか。 

【行政管理課長】 

 他自治体との検討というところでございます。 

 まず民間提案制度、事業提案を募集するに当たりまして、これは全庁的に、区の今抱えて

いる課題というものをまず抽出をいたしまして、区として今、何が課題になっているのか、

そういったものをしっかり提案していただけるような事業者様の方々に提示をした上で、

その課題に対する解決策というような形で提案を募集しているところでございます。 

 ちょっと他自治体については、具体的に細かく比較はしておりませんが、まずは、区の課

題の解決につながるような提案を出していただけるように、今そういったことを重点に制

度の運用をしているところでございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。ということは、これからの課題ということですね。理解しました。

ありがとうございます。 

【部会長】 

 それでは、通番の 7、8、9 ですね。こちら共管になっています。どちらからでも。 

【情報戦略課長】 

 すみません、7番でございます。評価欄で業務改善や文章生成ＡＩ導入による「職員の負

担軽減につなげている」とあるが、具体的に数値としてはどのような実績があるか、業務時

間の削減、残業代の削減、人員配置の減などというところでございます。 

 こちらの文章生成ＡＩでございますが、こちらは、言ってみれば、職員がこれまでの鉛筆

や消しゴムと同じように、日常の業務の中に使っていくタイプのツールでありますので、明

らかに業務削減効果ですとか、恐らく残業の削減効果というのはあるんですけれども、例え

ば、何とかシステムみたいなのを入れて、それで何時間残業減らしますよとか、人員を何人

減らしますよというのは、なかなか測定の難しいもので、また、ＡＩを使わないときはでき

なかったことができるようになるとか、そういうプラスの効果みたいなのがあるので、そう
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いった形の人員削減ですとか、具体的な残業代の削減という明確な効果として、なかなか表

すことが難しいものなのかなと思っているところでございます。 

 ただ、この効果はどうやって測定するかというところでございますが、こちらは、今導入

していますこういったＡＩを自治体で活用するためのツールがございまして、そちらのツ

ール側のほうで実際の活用シーンに応じて、大体どのぐらいの削減効果があったかという

のを、我々管理者側のダッシュボードの画面からは見られるようになっていまして、そうい

ったものの数値で、大体どのぐらいの削減効果があったのかということを、今測定していこ

うかなと思っているところでございます。 

 ただこれは、実際の本当の削減効果というよりも、一般的にＡＩを使ったことによって得

られると言われている、例えばプログラムで使うと、大体このぐらいの文字を使うとこのぐ

らいの削減効果があるという、世の中の一般的なデータを基に割り当てて、実際の使用文字

数と使用シーンによって算定するというような使い方でございます。 

 ですから、ただ雑談的なことをやったときは、それほど効果はないんですけれども、プロ

グラムを代行してやってもらったときなんていうのは、物すごい削減効果がある、そういっ

た効果のものでございます。 

 まだ 4月からなんですけれども、利用している人数が、例えば 4月が 152 名、5 月が 161

名、6 月が 192 名ということで、徐々に伸びてきています。この削減時間を 1人当たりで見

ると、4月が 1人当たり一月 4.75 時間、5月だと一月当たり 10.24 時間、6月が 1人当たり

9.5 時間、このぐらいの 1 人当たり削減効果、ただ、これは使った人の 1 人当たりという、

そんなような数字が出ているところで、今後もこれらの数字を使いながら、この動向を見な

がら、このＡＩの活用というのを広げていく、そういうやり方しかないのかなと思っている

ところでございます。 

【行政管理課長】 

 続きまして、8番の質問でございます。事業経費 3,363 万 4,000 円について、取組別の内

訳はどうなっているのかというお尋ねでございます。 

 まず、こちらの内訳でございますが、業務改善の手法の検討、それから実施効果測定、ま

た職員への研修というのにつきまして、業務委託をお願いしているところでございます。こ

の業務委託料のほうで 2,200 万円、それからＲＰＡツール、会議録作成支援システムなど、

そういったＩＣＴツールの運用経費のほうで 1,163 万 4,000 円というような内訳になって

ございます。 

【情報戦略課長】 

 続きまして、9番でございます。こちら、「書かない窓口」に係る経費について、令和 6

年度は導入前であるが幾らかかったのかと。また、7年度以降は何に幾らかかっていく見込

みかというこことでございます。 

 こちら、6年度については、基本的に経費はかかっておりません。システムの開発経費と

かそういったものは、もうこれは開発済みのものの商品の導入ということで、このために新
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たに何か構築するとか、そういうことございませんので、実際 7年度からもう利用が始まっ

ていますけれども、これ、買取りのお金になっていますので、ただ、実際それはリースで調

達しているという形で、毎月お金が発生するというような調達の仕方でございます。 

 ですので、今後幾らかかっていくかということでございますが、これ、購入経費が 1台当

たり大体 120 万円ということです。これを大体 5 年に分割して、今回 4 台購入しているん

ですけれども、これを 5年に分割して毎月払っていくというようなところでございまして、

1台当たり年間、こちらが約 44万 4,000 円と、あと消耗品で、年間大体全体で 30万円ぐら

いかかると、そのぐらいの大体経費のもので、それほど一般的なコンピューターシステムと

比べては、そこまで高価ではないというのがこちらのシステムでございます。 

【部会長】 

 人材育成はずっと続きますので、取りあえずここまでで。 

 何かご質問等ありますか。 

 どうぞ。 

【委員】 

 私、先週だったと思いますけれども、マイクロソフトの研修で、マイクロソフトがＡＩそ

のものを業務として実務に使った場合に、どの程度時間削減ができているかというところ

を、財務経理の方がご説明してくれたんですけれども、そのときに、例えば、監査の対応と

かは 99％削減だとか、入金の対応とかも、入出金のマッチングだとかも 70％削減とか、す

ごく削減効果が大きいということを認識しました。 

 もちろんマイクロソフトですから、マイクロソフト並みのことを普通の上場会社、民間の

上場会社とかでもそんな取組はとてもまだできていないですし、ただ、1つ行政のほうで見

たときに、削減効果を見るというときに、まず最初に、例えば業務の時間測定ができている

かという点で、多分行政って様々なサービス業をやっていると思うんですけれども、やっぱ

り時間測定ができていないんじゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょ

うか。 

【行政管理課長】 

 時間の測定についてのお尋ねでございますが、まず、先ほど経費の内訳の中で、業務改善

等の支援業務委託のほうをお願いしているという話をさせていただきましたが、その中で、

実際に業務改善の検討から実施、それから効果測定まで行っていただいている中で、これま

で令和 2 年度から様々な業務改善のほうを実施しておりまして、6 年度までにその効果測

定、費用対検証を終えたもので言いますと、合計で 5,921 時間の削減効果が出ているという

ような、時間計算のほうは行っているところでございます。 

【委員】 

 その 5,921 時間というのは、何の業務について 5,921 時間削減できたということですか。

いろんな業務全部、全体。 

【行政管理課長】 
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 これまでの累計になります。例えば、令和 6 年度に効果測定を行った事例で 1 つ申し上

げますと、1階の戸籍住民課、住民記録係というところがございまして、お客さんの来庁も

多い部署、また、併せて電話の問合せもかなり、時期によっては集中するような部署でござ

います。ここの係に対する業務改善ということで、令和 5年度から一般の区民のお客様から

の一般的な問合せですね、個人情報を含まないような。そちらのような一般的な問合せにつ

きましては、業務委託のほうで業者さんのほうに対応のほうをお願いするというような業

務改善を図ったところでございます。 

 この効果といたしまして、繁忙期でいうと月に 4,000 件を超えるような問合せがあるん

ですが、委託業者を入れて、大体 1,500 件ほど委託業者のほうで対応していただいている。

ここら辺のほうで削減、職員の電話に対する削減時間のほうが 1,300 時間出たというよう

な測定をしているところでございます。 

 あと、時間に加えまして、電話に出る時間が削減されたということで、より窓口に、窓口

職場でありますので、窓口に対応できる時間のほうもマネージできたというような効果も

出ているところでございます。 

【委員】 

 それは、ＡＩに関係はしていないお話ですよね。 

【行政管理課長】 

 これは、ＡＩ関係していないです。 

【委員】 

 分かりました。 

【部会長】 

 ほかに。 

 どうぞ。 

【情報戦略課長】 

 ちょっとＡＩに関してでございますが、やはりこのＡＩ、今の活用というのは、基本的に

全ての業務のシーンの中で活用できるというもので、すぐには、本当はもともとがどうであ

ったかという日常業務の計測みたいなことが、恐らく本来求められると。ただ、行政ではそ

ういった、毎日日報をつけたり、そういうことをしていませんので、どの業務にどれだけ時

間がかかったかという測定はしていないところです。 

 ですから、こちらは今、こういった効果測定の中では、実際に体感になってしまいますが、

どのぐらいの削減効果があったかという、そういったアンケートみたいな形で、個別個別で

やるとということになるのかな。 

 ただ、一方でこのＡＩの削減効果は、使い方によっては物すごい時間になることもあれば、

ほとんど効果がなかったこともあるということを、非常に幅広いものですので、今後もこの

ＡＩの活用というのはちょっとなかなか、これまでなかったようなシステムですので、その

効果というのは、どうやって計測していくかという１つの課題といいますかテーマになる
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のかなと。 

 ただ、体感的には、皆さん非常に劇的な効果を、使った方は感じていたのが実態なのかな

というのが、現状だと思っているところでございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 役所の仕事の測定というと、昔、ＡＢＣ分析というのが、アクティビティ・ベースド・コ

スティング分析というのを自治体でやり始めた時期が、20 年ぐらい前ですかね、あったん

ですけれども、沙汰やみになっちゃったんですね。やっぱり測定にむちゃ時間と手間がかか

るということで、やり始めて、旗振り役をやっていた先生もいたんですけれども、その人も

ちょっと、あんまり頑張っていない感じになっています。 

 なので、委員がおっしゃるようなことは本当は望ましいんですけれども、そういうのは多

分どこの自治体でもやっていなくて、総務省の委託業務で大阪府の泉大津市の業務分析と

いうのを 7、8年前にやったんですよ。でも、それも、個別のアクトごとのものじゃなくて、

この課の仕事は何％は入力に使っているとか、そういうことはやったことあって、それを割

と多くの自治体が汎用モデルとして今使っている感じですけれども、それも正確な時間分

析じゃないんですよね。なので、やったところは、多分新宿区だけではなくて、日本の 1,700

の自治体でないです、残念ながら。 

 それは、みんなからしたらおかしいと思われるかもしれないけれども、中央省庁でもやっ

ていないです、残念ながらですね。僕はやるべきだと思いますけれども、でも、すごいコス

トがかかっちゃうんですね、これね。 

 すみません。それでは、10 番から 16 番が自治体ＤＸ人材に関するもので、10 番について

は人事課の回答を事務局から読み上げてください。 

【事務局】 

 では、10 番のご質問について、人事課からの回答を事務局から読み上げさせていただき

ます。 

 まず、質問の内容が、職員が民間企業のノウハウを取得するために、民間企業に出向する

などの取組はありますかということだったんですけれども、こちらに対する回答を読み上

げます。 

 区では、国や東京都をはじめ、ほかの自治体等に職員を派遣しています。現在、民間企業

に職員は派遣しておりませんが、令和 7 年度からは東京都デジタルサービス局に職員を派

遣し、一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京デジタル人材本部人事企画グループにおいて、東京

都や区市町村等のデジタル化の推進、デジタル人材の確保、育成に係る事務業務に従事し、

職員の人材育成を図っていますというふうに回答をさせていただきます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 11 番から 16 番が情報戦略課様からお答えいただきます。 
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【情報戦略課長】 

 では、私から答えさせていただきます。 

 まず、11 番でございます。ｅラーニング研修の受講完了率が低かった原因をどのように

分析しているか、また、区としてこの数値をどのよう受け止めているかというお尋ねでござ

います。 

 こちらのｅラーニングにつきましては、こういったスタイルのもの、本格実施は令和 6年

度からだったのですけれども、実際受講期間を数か月からの長期に設定していまして、受講

者自身が進捗管理が必要であったということで、こちら、最終的にですけれども、着手率は

高かったんですけれども、受講完了率が管理職で 62.4％、一般職員ですと 48％と低い結果

となってしまったというところでございました。こちらは非常に反省点として捉えている

ところでございます。 

 こちら改善が必要であるため、今年度につきましては、こちらのｅラーニングという、こ

ういう新しい、いつでも自分の好きな時間に自分で時間をつくってやるというスタイル、こ

ちらがこれまでの役所の研修にはなかったスタイルということもあって、定着していなか

ったところもあるんですが、やり方としましては、今回逆に受講期間を短くして、受講の状

況を通知するですとか、そういった受講勧奨を途中で行うと、そういった取組を今年はして

おります。ですので、中間地点の受講状況の勧奨ですとか、そういったことを併せることで、

この完了率が高くなるように今年は取り組んでいるというところでございます。 

 また、内容につきましては、民間のいいコンテンツを使ってやりましたので、非常に評判

はよかったと。ただ、なかなか時間内に終わらせることが、各自のマネジメントでちょっと

できなかったというのが大きな課題だったということで、今後改善に努めていくところで

ございます。 

 続きまして、12 番です。情報戦略課だけでなく、区全体でＩＴを担っている人材はどの

ぐらい数いるのか、また、そのうちのＩＴＳＳのレベル 2 やレベル 3 に該当する人はどの

ぐらいいるのかというところでございます。 

 こちらにつきましても、なかなか公的データはないのですけれども、実際今、区役所でや

っています業務から推測すると、恐らく東京都の区部の行政一般職員は、ＩＴＳＳレベル 2

に該当する職員がほとんどであるという認識を持っています。そのぐらいできないと、仕事

はできないというような状況だと思っています。事務職ということになりますけれども、と

いうことは推測できるかなと思います。 

 そして、こちら、レベル 3にちょっと該当する職員はどのぐらいいるかというところです

けれども、こちらも感覚的になりますけれども、恐らく 2 割程度はレベル 3 に該当する職

員います。そのぐらいいないと、とても各所属で、先ほどから出ています大量のいろんな業

務システムの維持管理を行ったりですとか、あと日常、今はワード、エクセル、アクセス、

使わないと仕事ができないものがたくさんあります。そういったことを、各組織の中で少し

リーダー的に使える方がいないと、とても仕事回りませんので、そのぐらいから推測すると、
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大体 2割程度はいるのかというところで認識を持っています。 

 ただ、これについて明確な、なかなか調査も難しいんですけれども、調査をしているとい

うものではございません。 

 次、13 番です。ＩＴに関する民間資格をどの程度の職員が持っているのか、また資格取

得のための補助制度はあるのかというところでございます。 

 こちらも先ほどと同様に、資格をどの程度持っているかというのは正式に調査したこと

はございません。ただ、資格助成制度がございまして、こちらは新宿区資格取得等応援助成

という仕組みがございまして、対象となりますのが、こちら民間資格だけじゃないんですけ

れども、基本情報技術者、応用情報技術者、プロジェクトマネジャー、ＩＴパスポート、ネ

ットワークスペシャリスト、情報セキュリティマネジメントが今対象になっています。シス

テム系のこちらを実際に使った方の実績が分かっていまして、令和 5年度が 6名、令和 6年

度が 5名です。こちらは、多くがＩＴパスポートを取得した方が多いです。他には、マイク

ロソフトのワードですとか、そういった資格を取得しています。 

 こちら、情報戦略課の職員ですと、実は民間から転職した職員というのがおりまして、そ

ういった職員が意外と資格を持っています。かなり高度な資格を持っている職員もいます

が、ただ一方で、業務上、資格を持っていないと資格ができないというような職務じゃあり

ません。民間ですと大体、実際ほかの団体に派遣するときに、こういった資格を持った方が

行きますということで、こういった資格を持っていないと仕事にならないんですけれども、

我々はそういう仕事をしていないので、資格を取得してくださいということを推奨してい

るものではありませんので、あくまでも職員の判断で、自分の教養のためにという形で取得

している方が多いです。 

 また、新規採用の方はＩＴパスポートを持っていたりすることは非常に、やはり就職で使

えますので多いというのが実態なのかなと思っているところでございます。ただ、知識レベ

ル的には、実際はそういった資格以上の能力を持った職員はたくさんいるというのが実態

なのかなと思っているところでございます。 

 今の話とも関連しますが、14 番の区職員のＩＴレベルについて、他区との比較を実施し

ていますか。 

 これは、結論としては実施していませんし、比較は非常に難しいと思っています。ただ、

実は新宿区は昨年までいわゆる、先ほども言いましたが、メインフレームのいわゆるコプロ

で動くような大型コンピューターを最後まで運用していた、もう今運用は、今年の 1月で終

わったんですけれども、最後まで運用していたために、新宿区が独自に養成したこういった

エンジニアが多数在籍しております。こちら、そういう意味では、その経験者も含めて、庁

内に非常に多数いる状態です。自前でそういったエンジニアを養成するということを組織

的にやっていたという、非常に珍しい自治体になりますので、そういう意味では、ＩＴレベ

ルは恐らく他区よりも高いというふうに自負しているというところでございます。 

 ただ、今後そういったものがなくなりましたので、ほかの区と同じ状況になりましたので、
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今後については、そういった職員を育成していくということが、自前ではなかなか難しくな

ってくるのかなと、そういった実際の動かすための環境がもうなくなりましたので、ほとん

ど多くがベンダー様にお願いしてやるということになりますので、今後こういったレベル

を維持していくというのは、1つ課題なのかなと思っているところでございます。 

 続きまして、15番です。こちらのｅラーニングの研修は一部の職員（ＤＸ推進リーダー）

を対象にしているようだが、ＩＴスキルの習得は全庁的な課題でもあると思われる中、全庁

を対象とした研修の必要性についてはどのように考えているかというところでございます。 

 こちら、やはり全庁で必要とした研修については必要だと捉えています。特にｅラーニン

グ非常に効果的にできますので、こちらは拡大していくべきと思っていますが、やはりただ

費用対効果のこともございまして、現状ですと、管理職はマストにしていますが、各所属で

係長級、昨年ですと 81、あと一般職 50 名の計 245 名というところでございます。こちら、

少し拡大して、令和 7年度は大体 400 名程度と、2倍に拡大する予定でございます。 

 現状では、こういった研修を受けた職員が、各職場でその知見を展開して図っていくとい

うことで進めていきたいと思っていますが、やはり将来的には、この数というのは増やして

いけたらと考えているところで、その費用対効果を見ながら進めていくということを考え

ているところでございます。 

 こちらのこういったｅラーニング研修 2年目となりますので、それを踏まえて、今後の展

開を考えていきたいと考えております。 

 続きまして、ちょっと関連の中で、区のシステムはクラウド化されているのか、それとも

オンプレミスなのかというところでございます。 

 現状、今年の 1月にガバメントクラウド化も大きく進めましたので、今大部分がもうクラ

ウド化しているところでございます。 

 実は新宿区は先進的に、これまで先ほどあった膨大なシステムの多くを、こちらはプライ

ベートクラウドということになるんですけれども、区の中で自前で大きなサーバーを動か

して、その中にバーチャルサーバーを立てて、そのバーチャルサーバーで全てのシステムを

動かすという方法でずっと動かしていましたので、これまでもプライベートクラウドでほ

とんどが実施しているという現状でございます。中には、ただ、小さなシステムですとかオ

ンプレミスのものもございます。また、国が提供している住基ネットの仕組みなんていうの

は、そういったクラウド化されていなくて、これはオンプレミスで運用しているというもの

が一部ありますが、多くのものはクラウド化、あと先進的にそういったプライベートクラウ

ドによって、このハードによる制約を取っ払うということで、効率的な運用が進んできたと

ころでございます。 

 取りあえず、ＤＸを推進する施策としては以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 行政管理課長さんがここで退席されるんですけれども、何か先ほどのものも含めてご質
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問等ありますでしょうか。まず、行政管理課として。 

【委員】 

 ちょっと行政管理課に関連している質問ではないんだと思うんですけれども、まず、職員

が民間企業のノウハウ取得のために民間企業に出向する取組というのは、結局、今は全く制

度してはないということですよね。 

【事務局】 

 人事課に聞いたところ、民間企業への派遣というのはないという回答でした。 

【委員】 

 それは、やっぱり制度的に民間に派遣するのは難しいということですかね。それとも、そ

ういうニーズというのがあんまりないということですか。 

【事務局】 

 民間企業に派遣をしていない理由が、制度的なものなのか、ほかの理由があるのかという

ところについては、ちょっと人事課のほうに後ほど確認をして、文書で回答という形にさせ

ていただければと思います。 

【部会長】 

 代わって答えますと、実際に派遣している自治体も結構あるんで、地方公務員法上の制約

とか、そういうものは全くないです。ただ、余力というんですかね、人員の余力が多分全然

ないんだと思います、推測するんですね。 

 行政管理課長は何かご存じですか。 

【行政管理課長】 

 そういった制度のことについては、ちょっと行政管理課のほうでは、企画政策課の回答以

上の回答は持ち合わせていないところでございます。 

【部会長】 

 定員管理はやっておられますかね、行政管理課長、これは人事課のほうですか。 

【行政管理課長】 

 定員適正化計画につきましては、人事課のほうで。 

【部会長】 

 人事課のほうなんですね。はい、分かりました。 

【委員】 

 あと、ｅラーニングの受講完了率というのは、60％とか 50％というお話だったと思うん

です。それで、先ほどおっしゃっていた、受講期間が長かったから、かえってできなかった

というところをご説明していたんですけれども、ｅラーニングが導入されるのが初めてだ

ったとかというお話があったと思うんですけれども、民間だと、ある職種でｅラーニングや

ってくださいって頼まれたときに、多分、それを受講を完了していなかったということって

あんまり考えられない。というのは、業務をするときに、その業務に必要だから会社として

アサインされているのに、実際に受講がなされていなかったというのは、もうそれ、職員と
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してかなり問題になってしまうということで、多分どのｅラーニング研修も 100％やってい

るのが普通だと思うんですけれども、やっぱりそういうのというのは、行政の場合は、やら

なくていいということって一般的にどうなんだろうというのを、ちょっとお聞きしたいと

思いまして、お聞きします。 

【情報戦略課長】 

 本当に、この結果だけを見るとあり得ない結果となるんですが、こちら、理由はありまし

て、今回のこのｅラーニングって、いわゆるサブスクの契約になっていました。１年間幾ら

ということで、どんな教材も受け放題、そういうタイプの実は契約になっていたというのが

ありまして、そういう意味では、非常に税金が無駄になったとか、そういうことは基本的に

はないと。 

 今回、我々としても、実は長期間にわたってサブスクでたくさんの講座を受けられるもの

ですから、かなり多くの講座を受けてくださいという指示をしてしまったというのも、実態

はございました。やはりちょっとそこで時間数も多過ぎたということと、なかなか、初めて

だったんでどんなものか我々も分からないというところで実施したということで、ちょっ

とこういった、ふたを開けてみたら、皆さんなかなか全部やり切れなかったということにな

りました。 

 今年はやっぱり工夫して、必修科目的にしないで、そのうちの何科目を選択しましょうと

か、そういう工夫も今年からやるようにして、このあたりきちんと、研修も業務ですので、

業務としてきちんとできる形にちょっと再構築もしたということがございます。 

 なかなかちょっとこういった形の研修って通常、これまでやっていたｅラーニングは、大

体それなりのお金を払って、もう何時間コースって決まっていましたんで、それはもうやら

ないと絶対いけないようなので、そういうのはやっていたんですけれども、今回のこの区で

導入したｅラーニングが、23 区全体で共同調達した形で実際やったものでして、そういっ

た 1人当たり幾らということで、どれだけ講座を受けてもいいですよといって、膨大な講座

の中から選択しているタイプのものだったので、ちょっとこういう形になってしまったの

かなってございました。 

 そういう大きな反省点でございましたので、今年はもうちょっと実現可能なところで、し

っかりと口座数もセレクトしてやるような形に、ちょっと改善を図ったというところでご

ざいます。本当にこの数字だけ見ると、非常にあり得ないような形になっていますので、評

価も今回はＣ評価ということで、様々のところでさせていだいて、非常に反省しているとい

うのが実態でございます。申し訳ございませんでした。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 アセスメントみたいなものは、だから、ｅラーニングって受けっ放しで、別に流しっ放し

にしちゃうケースというのがあると思うんですけれども、それはアセスメントみたいな形

で、テスト形式で、そのテスト 7割取れないと受講したことにならないみたいなものをやっ
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ているということにはなっていないんでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 講座にもよるんですが、多くのものがそういった形で、最終的に修了テストを受けて合格

しないと修了にならないタイプのｅラーニングのものになっております。 

 実際に、誰がどれだけ受けたかというのは、今回、システム的に後になって、ちょっとい

ろいろと操作が必要だったんですけれども、データベースから抽出して解析してみたとこ

ろ、完了率がここまでしかいっていなかったということに唖然として、もう終わってしまっ

ていたのでどうしようもなかったというのがございまして、そのあたり今回工夫して、もう

ちょっと違う形で進行管理をしていこうということは、今考えているところでございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 あともう一つ、やっぱり全社的にＩＴの、今どういう形で、先ほどの新宿区情報化戦略計

画みたいな形で、全庁の職員がどんな方向に向かっているかというのを、今おっしゃってい

るのは、サブスクリプションでほかの業者に任せてｅラーニングしているというお話があ

ったと思うんですけれども、自分たちの、全庁でどういう方向に向かっているかという、こ

の新宿区情報化戦略計画に基づいて、ＩＴの内容をこういう形で進めていますみたいなｅ

ラーニング研修というのは、自前で行うことができる必要があるんじゃないかなと思うん

ですけれども、そういった機能というのは、新宿区のほうでは持ち合わせていないんでしょ

うか。 

【情報戦略課長】 

 こちらの計画につきましては、新宿区ＤＸ人材育成推進方針というのをつくっておりま

して、それに基づいて実施しております。 

 実際、今回のサブスクというのは、膨大な講座の中から、我々がどの講座をカリキュラム

として組むかというのを、ラーニングパスを組んで、それを対象者ごとに合わせて提供する

というやり方のものでございますので、実際の研修企画については、情報戦略課のほうと、

あと人材育成等担当課のほうで連携しながら、今進めているところでございます。 

 ですので、膨大な様々なメニューありますが、その中から、管理職についてはこのメニュ

ーでやりましょう、係長級、またＤＸ推進リーダー級にはこういった形でやりましょうと、

一般職向けはこういった形でやりましょうという形で、メニューをセレクトして、その中、

サブスクで今は様々なカリキュラムを独自に構成して展開できる、そういったものを導入

していますので、そのあたりは自治体のあるべき姿に向かって人材を育成していこうとい

うことで取組を始めたばかりでございますけれども、こういった形では進んでおります。 

 これまでも人材育成担当のほうで、一般の研修の一環の中でこういったＩＣＴ系の講座

あったんですけれども、本当にワードとかエクセルとかの使い方から含めてやっておりま

したけれども、もうちょっと戦略的に、そのあたりを階層に分ける形で進めていくというこ

とがちょうど昨年度から始まったというのが、今の現状でございます。 
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【委員】 

 ありがとうございます。 

 ＩＴに限らず、今のこの情報戦略課長さんのいらっしゃる部署と人材育成の部署って、多

分本来別々であって、ｅラーニング研修をマネジメントしている部署というのは、やっぱり

人事部みたいなところがやっているんだと思うんですけれども、そのｅラーニング研修の

ファンクションを外注するというのは結構、何か遅れているのかなというか、もしかしたら

ｅラーニング研修というのは別に外注しても、それ自体が大したコストにはならないんじ

ゃないかと。ならないんであればそれでいいのかもしれませんけれども。 

 だから、必ずしも情報システム、情報戦略課長さんがプログラムの内容を決めるだけで、

その後、内容はもちろんいろんな、自分たちで外注先が持っているコンテンツから引っ張っ

てくるだけでも、今の自治体の情報化戦略を決める上で十分な対策になっているんだとい

うことは理解しました。 

 あともう一つ、ＩＴに関する民間資格をどの程度持っているというところとかは、これっ

て、どちらかというと、やっぱりタレントマネジメントをしているかということだと思うん

ですけれども、今のお話をお伺いする限り、何かタレントマネジメントをするようなツール

がまだないような気がするんですけれども、そういうのというのは、人事部のほうで行って

いるような、例えばスキルマネジメントみたいなものを、体系的に何かソフトウエアを使っ

て管理しているとかっていうことって、これは情報戦略課長さんに聞いても恐らく答えら

れないんじゃないかと思うんですけれども、そういうファンクションというのは区の中に

はないんでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 私のほうから答えられないんですけれども、システム的にいうと、そういうシステムは入

っていないと認識しています。 

 今、そういうものはやりですよね。非常に、これからそういったものが求められる、これ

は情報戦略課長のコメントではない一個人のコメントですけれども、非常に情報システム

部門は人材流出も激しい状況になっております。優秀な人ほど民間に転職してしまうとい

うことが実態として、育てた技術者が、民間のほうが給料がいいもんで流れてしまうという

実態も起こっている中では、非常にそういった部分をきちんとコントロールして、逆に民間

からも引っ張ってこないととか、そういうことが特に専門性の高い分野は求められている

なと、今後非常に大きな課題だと思っているところではございますが、まだ現状では、あん

まりそういった部分で大々的な、今考えていると思いますけれども、現時点でまだそんな状

況なのかなというふうに思っています。 

【事務局】 

 すみません、ちょっと補足させていただきます。 

 今システム入っていないということは、恐らく区として管理できていないというのが実

態かなと思うんですけれども、誰がどのスキルを持っているかというのを、やはり適材適所
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の人材、適用していくためには必要なものだと思います。 

 これ、もしよろしければ、人事課にそういったスキル、資格ですとか、どういった考え方

で、一応は毎年私たちもシートを書いていまして、資格についても人事に提出しているシー

トがあるんですが、その管理というか、どう活用しているのかというあたり、もしよろしけ

れば人事課のほうに確認させていただければと思います。 

【部会長】 

 では、確認をお願いします。 

 自治体で、タレントマネジメントシステムを入れているところはぼちぼち出始めている

んですけれども、いわゆるカオナビとかタレントパレットとかですね。自治体向けのやつも

開発されて、それを導入しているところも出ていますから、全国的にいうとまだ数十程度で、

私も入っている総務省のある研究会で、そのことについてちょっと取り上げて、来月の初め

ぐらいに報告書が出ます。各自治体もどんどん導入しましょうということで発破をかける

ので、多分これから入れていかれる自治体も増えてくるかなと思います。 

 それないと、従来の人事の勘と経験でやるというのはちょっと不可能な時期にも来てい

ると思うので、そういったスキルマップ、せっかくＤＸ人材スキルマップつくっていただい

ているんですが、どこに誰がどのぐらい入っているかって全然、今分からない状態で動いて

いると思うんですよね。それをちゃんと管理できるようなものが必要だと思うし、それが人

事異動だとか人事配置にやっぱり生かされる必要があると思うんですよね。それが今、大多

数の自治体ではできていないんですよね。残念ですけれども、それが実態かなと思います。 

 ほかに、ここまでのところでよろしいですかね。 

【委員】 

 先生にご質問したいんですけれども、ｅラーニングの研修というのは、今お話をお伺いす

ると、アウトソーシングしているようなケースが行政は多いみたいなことなんだと思うん

ですけれども、ｅラーニング自体は、インソーシングというか、だから、自分たちでマネー

ジするということは、ほかの自治体とかもやっていないんですかね。 

【部会長】 

 これは自治体によってまちまちで、もともとの研修予算がどんどん減らされてきたこと

によって、集合型の研修だとか、そういうことがやりにくくなっているんですね。昔は階層

別研修ってかなり手厚くやっていたんですけれども、それから新規採用研修も、1か月ぐら

いやっている自治体も多かったです。今、新宿区でもちょっとですね、2週間ぐらい、1週

間ぐらいですかね。事務局の方が入られた頃はどうですか。 

【事務局】 

 続けて受講するというより、必修の研修を飛び飛びで受講する形でした。 

【部会長】 

 飛び飛びね、なるほど。 

 昔の自治体だと、1か月ぐらい初任者研修とか新採研修やっていた自治体も多かったんで
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すけれども、今そういうのなくなってきました。やっぱり人手不足もあるし、できないとい

うことで。あと研修って、やっぱりそれだけの人が一遍に同じ場所に集まると、結構機会損

失も出るし、いろんな費用もかかるということで、どんどん廃止されて。でも、どんどん廃

止されてきたけれども、ちゃんと育成しなきゃなんないよねということで、今、バージョニ

ング産業のＵｄｅｍｙですかね、何を使って、Ｕｄｅｍｙを使っている。いろんなところが

提供しているものがあるので、それをチョイスしてやっている自治体はかなり増えてきた

と思います。 

 ただ、おっしゃるように、これはどういうスキルをどういうレベルで磨くかということの、

それは、設計図はやっぱりこっちのほうで書く必要があって、お好きに受けてちょうだいっ

て、それじゃ全然話にならないので、やっぱり何と何を受けてもらうということが、選択型

にしろ必修型にしろ、必要になってくると思うんですね。 

 このｅラーニングで、かつ、デジタルでいうと、私は情報セキュリティに関する研修は、

全ての職員が必ず受けていなきゃ駄目で、たった 1人がＵＳＢで何か持っていっただけで、

尼崎市なんか大騒ぎになりましたけれども、ああいうことが起きないように、これは必修研

修として、多分Ｕｄｅｍｙの中にもありますし、Ｊ―ＬＩＳが提供しているものもあるんで

すよね、無料のやつが。そういったものをやっぱり強制的に受けさせる、受けていない人は

パソコン使わせないぐらいのことを多分やらないといけないなとは、個人的には思ってい

ます。 

 私の大学でもいろいろ、これを受けろ、あれをって来ていて、そのうちセキュリティのも

のを受けていないとペナルティーが来るんですよ。科研費とかの応募ができなくなっちゃ

うんですね。そういう、受けてある程度の点数を取っていないとパソコン使えませんよぐら

いのことを、私はやってもいいのかなと思っていますが、そこまでやっている自治体は多分、

ほとんどないと思います。 
 どうぞ。 
【情報戦略課長】 

 情報セキュリティ研修に関しては、こちらのｅラーニングではなくて、ただ、これもやは

り実際人を集めてやる研修になるので、新規採用の人、あるいは新宿区に転入してきた方に

は必ずやっています。あとは、毎年毎年のいわゆるセキュリティポリシーの理解度を、こち

らは座学ではなくて、いろんなやり方でやっていますけれども、質問に答えていって、一定

以上できていないと課題を所属でやり直すみたいなタイプの研修といいますか、そういう

学習の機会というのは、毎年必ずは設けています。 

 ただ、なかなか、ご指摘のとおり、それで十分では本来ないぐらい、これ重要なもので、

今後ｅラーニングなんかも使ってどうやってやっていけるかというのも、技術的になかな

かできなかったんですけれども、ただ、昨今Ｔｅａｍｓなんかも入ったので、内部で動画を

使った研修というのも十分できるようになってきているので、そういったものを使いなが

ら、多くの人がそういう研修を受けられるような体制というのは、本当構築していかないと
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いけないと思っていますし、やっとできる状況にはなってきているかなというのが現状で

ございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、よろしいですかね。 

 じゃ、16 番までは以上としまして、ここで行政管理課長はご退席されます。ありがとう

ございました。 

 続いて 17 番ですね。よろしくお願いします。 

【情報戦略課長】 

 17 番、私からでございます。 

 こちらは、基幹業務システムの基盤の整備のところでございます。事業経費が 10億円近

いが、これは令和 6年度単年度でかかったものか、また、運用コストなどは令和 7年度以降

また別途かかってくるのかというところでございます。 

 こちらは、結論からしますと単年度でかかったものでございます。令和 7年度以降は各課

に今度は、こちらの 10億円というのは、これまで情報戦略課のほうに計上されていた経費

でございますが、7 年度以降は各課にこういった運用コストは計上されることになります。

情報戦略課には、今後経費としては、そういった連携するサーバーですとか、全システムに

関連する部分は残るということで、これまでホストコンピューターを使って、主力のものは

去年までは情報システム課のほうで全部管理していました住基ですとか税務、あと年金、こ

ういったものが今回ガバメントクラウド化されたことによって、各主管課のシステム管理

ということに移行したというところでございます。 

 経費の 10 億円のご説明は以上ということでございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明に関して、追加質問。 

 どうぞ。 

【委員】 

 この 10 億というのは単年度でかかっていて、そうすると、令和 7年以降もかかり続ける

ということではないんですか。 

【情報戦略課長】 

 この 10 億円は、いわゆる運用コストではなくて、今回これまでホストコンピューターで

動いていたデータを、新しいガバメントクラウドの標準システムに移行するお金、また、そ

の標準システムを、ガバメントクラウド内に構築するためのお金ですね、そういう一時的な

一次経費ですね、そういったコストでございまして、ランニングコストはこれとは別にかか

っていきます。 

【委員】 
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 ランニングコストは幾らぐらいかかっていくのですか、これから。 

【情報戦略課長】 

 こちらかちょっと、かなり、どういう数値でやっていくかで大分いろんな数値が出てくる

んですけれども、ちょっと予算ベースなんですけれども、昨年の段階でちょっとまとめた資

料になります。令和 7年度はランニングコスト、計上コストとしましては大体 7億 2・3千

万ですかね。ただ、これも基幹システムと言われるもの、基幹 20 システムに関してのみで

す。そのほか、基幹システムと言われていないものについては、ちょっと各所管課の計上に

なってきますので、今ちょっと数字を持ち合わせていないんですけれども、こちらの今の基

幹業務システムの基盤の整備という関連からする、この対象となっている国が今定めてい

る 20業務、それについてのランニングコストとしては、7億 2・3千万かかるであろうとい

うことです。 

 それと、構築一次経費は来年度もまだ、税務課ですとか生活保護ですとか後期高齢者医療

システムとか、その辺でまだ構築が今年度実施していますので、そういったものはまた別途

かかってくるというところでございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 今は、情報戦略課でマネジメントされているものというのは、もちろん整備のところもそ

うですけれども、運用のところもあって、当たり前だと思うんですけれども、その運用のと

ころも各、今おっしゃっている生活保護だとか、いろんなブレークダウンがあって、あちこ

ちの部署の予算の中に組み込まれているから、本当の意味での情報システム関連コストっ

て、今 2,500 億ぐらい新宿区の予算がかかっていると思うんですけれども、大体何割ぐら

い、何割もいかないと思うんですけれども、何億ぐらいがこの情報システム関連コストって

いうコストになるんでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 こちらが、ちょっと今、手持ちの数字でやはり持っていません。何を情報システム関連コ

ストとするかという定義をちゃんとしっかりした上で、この積算というのはしないといけ

ないのかなというところでは思っています。 

 これまでは、まさに基幹システムと言われる住民記録ですとか税務とかというのは、全部

情報システム部門が持っていたので非常に分かりやすく、大体そのあたりが大部分を占め

ていたところでございますが、それぞれが今、管理するということになりましたので、ちょ

っとそこについては、全体でどのぐらいかかっているかというのは、ちょっと捕捉していか

ないといけないのかな。 

 ただ、何を本当にシステムとするかって、非常に難しいところもありまして、昨今ですと、

利用料ちょっと払って、ネット上にあるものを使うというのも情報システムとなってきま

すし、自前でサーバーを持っていてやっているというたぐいのものがどんどんなくなって

きているという中で、その積上げはいろんな数字が、国とかから調査も来るんですが、都と
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か国からですね、その都度、こういった調査ですによっていろんな数字が出てくるというの

が、今の実態なのかなというところです。 

 明確に今出しているのは、基幹業務システムは幾らですかというのが、全国でやっている

ことなんで、これは比較もしやすいということで、今これだけは明確に出しているんですが、

申し訳ないんですが、ちょっとほかのものを足したものがどのぐらいの規模になっている

のかというのが、今ちょっと手持ちで数字がないです。とはいえ、こういったご質問、今後

たくさんいただくと思うので、ちょっと持っていなきゃいけない数字かなと思ったところ

でございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 恐ろしいというか、やっぱりなかなか定義しづらいし、なかなか見えない状態に今、なっ

ているというか、だから、群盲象をなでるがごとくのような状態になっているということが

理解できました、ありがとうございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 国のほうも、デジ庁のほうで一括で予算申請になりましたけれども、それでもやっぱり、

各省庁に眠っている予算がいっぱいあるんで、これも把握がなかなか難しいものがたくさ

んあるかなと思います。 

 それでは、18 番は企画政策課ですかね。 

【事務局】 

 では、18 番、事業としては計上事業 623、行政評価制度の推進についての質問です。 

 事業経費が 240 万円とあるが、これとは別に、行政評価を行うことによる職員人件費相当

額の概算はどのぐらいになるかというご質問でございます。 

 まず、行政評価事務に関わる人件費、試算をさせていただきましたので、その総額を申し

上げたいと思います。 

 こちらが 1,045 万 1,396 円、ざっくり 1,000 万というようなところでございました。こ

の内訳としましては、まず企画政策課、私たち事務局職員の人件費というところでございま

すけれども、こちらが 618 万 6,245 円で、あとは各部の評価作業担当者の人件費というこ

とで、これ、幾つかの部署に、こちらも忠実に時間測定をしていないので、大体どれぐらい

かかったかというような感覚による作業時間にはなりますけれども、そちらを基に計算を

しまして、各部の時間が 426 万 5,151 円ということで、合わせて大体 1,000 万ぐらいかか

っているというようなところで試算を出させていただきました。 

 こちら、時間単価をまず出させていただいて、こちらは 2,537 円ということで出させてい

ただいて、それに対して、それぞれかかっている時間というのを積み上げて計算させていた

だいたら、こういった結果となりました。こちら、ちょっと参考の数値としてご認識いただ

ければと思います。 
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 説明は以上です。 
【部会長】 

 ありがとうございました。間接経費のほうもちょっと計算してくださいということで、無

理を承知でお願いいたしました。ありがとうございました。 

 何か質問、よろしいですかね。 

 それでは、大変お待たせしました。ここから広聴活動ということで、よろしくお願いいた

します。 

【副参事（広聴担当）】 

 それでは、私から通番 19 から 21、経常事業 624「広聴活動」についてのご質問でござい

ます。 

 初めに 19 番、区長へのはがきを使って意見を寄せた人の年代別内訳を教えてほしいとい

うことでございます。 

 区長へのはがきにつきましては、区政のご意見やご要望をお伺いする 1 つの手段としま

して、物理的なはがきを用いて意見をお伺いしているというものでございます。こちらの記

載事項が、氏名、住所、電話番号と実際のご要望等の内容ということになってございまして、

年代に関しましては記載事項ではございませんので、こちらの内訳については把握してい

ないというところでございます。 

 続きまして 20 番ですね。区長へのはがきに限らず、区民意識調査や区政モニターアンケ

ートの手段として郵送とあるが、今後、原則をインターネットによる手法にシフトしていく

考えはあるかというところでございます。 

 まず、区長へのはがきに関しましては、はがきを使用して郵送でご意見を伺っていますけ

れども、このほか、区ではファクスやインターネットも活用してご意見、ご要望を伺ってい

るというところでございまして、実態はインターネットでのお問合せが非常に多いのかな

というふうに考えてございます。 

 区民意識調査と区政モニターアンケートにつきましては、まず一定数の対象者を無作為

に区民の中から抽出いたしまして、その方の住所へ調査表を郵送するという手法を取って

ございます。なお、区民意識調査に関しましては、郵送またはインターネットで回収を行っ

ているということでございまして、区政モニターアンケートについては郵送のみの回収と

いうふうにやらせていただいていますが、区政モニターアンケートに関しましては、現在

90％前後の回収率ということになってございますので、現時点でこの手法を変更する予定

は、今のところございません。 

 いずれにしましても、郵送とインターネットが両立している事業、こちらを原則をインタ

ーネットとするという予定はございませんが、今後もご意見や調査の回収状況、そういった

ものは踏まえながら、有効な手法については研究をしていく必要があるかなというふうに

は考えてございます。 

 続きまして 21 番、しんじゅくトークや区長へのはがきの内容は公開されているのかとい
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うところでございます。 

 しんじゅくトークのご意見等の内容ですね、こちらに関しましては、意見の一部を要約す

る形で、新宿区の広聴活動と、そういった冊子に掲載をして閲覧に付しているというところ

でございますが、令和 6年度のものについてはまだ完成しておりませんが、８月には作成で

きる見込みでございます。 

 区長へのはがきでございますが、こちらは、インターネットでの問合せ等もそうなんです

が、公開を前提としてご意見を伺っているものではございませんので、そういった内容をつ

まびらかに公開しているというものではございません。一方で、区政に関する様々なご意見、

ご要望いただく中で、各事業において、よくある質問と回答という形でＦＡＱというものを

作成しまして、こちら、区のホームページからご覧いただけると、そういった仕組みはござ

いますので、こういったものを活用して、区民の方には情報収集をしていただいているとい

うところでございます。 

 説明は以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、追加でご質問等ありましたらお願いします。いかがでし

ょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございました。ここで、広聴担当副参事はご退席いただきます。ありがとうご

ざいました。大変お待たせいたしました。 

 続きまして、22 から 24 が電子区役所の推進、それから 25、26 がオンライン化等の推進

ということで、引き続き情報戦略課長様にお願いいたします。 

【情報戦略課長】 

 全て続けてご説明させていただきます。 

 まず電子区役所の推進、22 番。システムやネットワーク等の運用・保守の事業者はどの

ように選定・決定しているのかというようなことでございます。 

 基本的に構築は、ほとんどのものがプロポーザルにより決定されます。その後の保守は、

その決定されたベンダーさんが実施するというのが通例でございます。やはり構築者でな

いと、その保守というのは難しいというところで、そこをちょっと切り分けるほうが非常に

非効率ということで、こちらはプロポーザルで決定して、その決定した者が保守・運用をや

るということです。 

 ただ、これまでというのは、大体ハード的寿命があったんで、その単位でプロポーザルを

やり直すといのが大体通例でしたが、クラウド化されるとそういうものがなくなるので、今

後このタイミングってどうなるのかというのは、実はまだ模索中です。同じシステムをずっ

と続けていくと、ずっとそういうことになります。 

 ただ一方で、ガバメントクラウド、標準仕様化されると、この保守ということも標準化さ

れてくるので、こちらは一定の競争を働かせるようなやり方も、今後構築の仕方によっては
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可能になってくるのかなというのが、今現状なのかなというところでございます。ただ、現

状のガバメントクラウドは、ガバメントクラウドといってもガバメントクラウドの中にオ

ンプレで構築したみたいな、そういうガバクラですので、この状態だと、とてもベンダーさ

んを変えるわけにいかないというのが、今現状なのかなというところでございます。 

 続きまして 23 番の、業務を外注するか内製化するかの判断はどのように行っているかで

ございます。 

 こちら、業務委託の考え方としては、まず区の職員でも担える簡易定型業務ですね、こち

ら、データ入力とか帳票印刷とかヘルプデスク等の委託化というのは検討しております。た

だ、区の職員が担うべきでない高度に専門的な知識を要する業務ですね。大規模システムの

改修とかネットワーク管理等の委託化ということの 2種類があるかなということです。 

 こちらは今、どちらもやはり委託をしないととてもできる状況ではないのか、簡単な部分

についても委託をして、職員にはもう少し専門的なものに注力するということのタイプの

委託と、高度に専門的なもの、ベンダーさんのほうには大部分を委託しないと、とても維持

管理ができないという実態があります。そういう意味では、多くのものがもう委託化してや

っていくしかないというのが現状でございます。 

 ただ一方で、この内製化というのも大きな視点でございまして、特にＩＣＴに関する業務

以外にこれ全部丸投げしてしまいますと、完全にそのスキル、ノウハウが欠落してしまいま

す。これは、先ほど申し上げましたが、区のほうで自前のシステム、大きなものを管理して

いたので、かなり高度なレベルで事業者さんともかなりやり合うことができるスキルを持

った職員がたくさんいました。それが、もうほかの自治体の状況などを聞くと、ほぼ言いな

りになってしまって何も言えないという状況のところも聞くところでございます。 

 今後はそういったことも踏まえると、一部そういった内製によるものというのも組み合

わせながら、ローコード、ノーコードツール等、そういったものを内製化との組合せで、ま

た情報戦略部門の職員は一定のレベルを確保できるべく、そういった構築等を業者さんと

一緒にやっていくということも必要なのかなというところでございます。 

 ただ、今こちらは、恐らく全国的に悩まれているところだと思いますが、今後どうやって

自治体のこういったスキルを維持していくかというのが大きな課題なのかなと、私も個人

的に思っているところでございます。 

 続きまして、24 番ですね。特定財源、これは電子区役所の推進で、特定財源の社会保障・

税番号制度システム整備費補助金としての約 835 万とあるが、これの具体的な用途はとい

うことでございます。 

 こちらはＪ―ＬＩＳですね、電子計算機器の設置等委託交付金というものでございます。

こちら、中間サーバーＡＳＰサービスの、こちらは更改に係る経費で 835 万 3,000 円でご

ざいました。 

 こちらのＪ―ＬＩＳというのは、マイナンバーカードの発行ですとか、関連する国のシス

テム全体を管理運営している組織でございます。この中間サーバーというのが、全国の市区
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町村の区役所、自治体が、マイナンバーカードなどの情報などを照会するために、こちらの

Ｊ―ＬＩＳの巨大なメインシステムに接続するものでございます。その際に、市区町村とこ

のＪ―ＬＩＳの間を中継する役割を持つサーバーということで、こちらの、今回改修に要す

る経費ということでございました。 

 続きまして 25 番の、こちらは「行政手続のオンライン化の推進」ということになります。

区としての、現在オンライン化すべき手続は幾つあるのか、また、そのうち幾つがオンライ

ン化が完了しているのかということでございます。 

 まず、一般の行政手続につきましては、事前の相談ですとか窓口での本人確認、大量の添

付書類の受取、保管の必要が現状ではあるために、なかなか導入が難しいのもある一方で、

アンケートですとか口座の申込み等については、積極的にオンラインの申請の導入を進め

ているところでございます。 

 一般の行政手続につきましては、こちら、国が地方自治体は優先的にオンライン化を推進

すべき手続として挙げている 48 の手続については、優先してオンライン化すべきものと今

捉えておりまして、現在 48 手続のうち 38 手続についてはオンラインでの対応済みでござ

います。大体 77.6％が終了しています。このほか、区民や事業所等が区に申請を行う、い

わゆる行政手続につきましては、大体全部で 1,000 手続ほど今あるということで調査して

おります。この 130 件程度について、今電子申請をしていますので、大体比率にして 13％

程度の対応完了というところでございます。 

 続きまして 26 番ですね。こちら、上記と関連しての、電子申請化の進捗は何割程度かと

いうことで、今ちょっと申し上げていますね。優先的に進めているものについては 8割以上

が対応していますと、行政手続一般については 1割程度と。なお、先ほど言いましたイベン

トや口座などについては 9割方が対応していると、そういった現状でございます。 

 ご説明は一旦以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 追加でご質問等ある方はどうぞ。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 ちょっと先ほどの質問の中で、12 番のところなんですけれども、ＩＴを担っている人材

はどのぐらいいるかというところをご質問させていただいていて、結局ＩＴを担っている

人材って、情報戦略課は何名ぐらいいらっしゃって、区全体でＩＴを担っている人材という

のは、結局何名とおっしゃっていたんでしたっけ。 

【情報戦略課長】 

 こちらも、正確に何名というのはなかなか、情報戦略課としては 30 名です。ただ、情報

戦略課の職員だけで全てとてもやっておれません。各システムに最低でも 2 名は専門の担

当者が、どこのシステムも大体います。大きなシステムですと、もう少し大きなチームでも
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っています。そういった形になっていますし、特に、よく主管課にいる職員は、専門的にそ

のことのみをやっている職員ではなく、ほかのこともやりながらやっているというやり方

になりますし、多くの職員が、現状このシステムを使わないで仕事をするということは、ほ

ぼほとんどの仕事でできませんので、そういう意味では、全ての職員が実際に機器を操作し

て扱っているということで、つまり、担っている人材がどのぐらいいるかということの捉え

方ですけれども、先ほど言いましたレベル 2の方ですね。与えられたシステムをきちんと使

える方という意味では、ほぼほぼ、事務職はほぼ 100％に近く使える。使えないと仕事がで

きないという意味で、そういう意味では担っているとも言えます。 

 ただ、そこで何からのトラブルが生じたときですとかシステム改修が必要なときに、ベン

ターさんと話合いをしたりとか、そういうことを担うというスキルを持つとすると、恐らく

レベル的には３に該当する方、恐らく 2割程度はそういったことを、担当になればできるス

キルを持った職員はいるのかなというところ。 

 そんなちょっと捉え方で、明確にシステムの担当者が何人いますというのは、はっきり言

って、数字が明確にちょっと出る状況ではないのかなと思っているところでございます。 

【委員】 

 ということは、今の 2割とおっしゃっている母数というのは、何人ぐらいのお話なんでし

ょうか。 

【情報戦略課長】 

 恐らく 2,000 人弱ぐらいでしょうかね。 

【委員】 

 2,000 人のうちの 2割だから、400 名ぐらいということ。 

【情報戦略課長】 

 そうですね。専門職の方でもシステム使っていますので、事務職だけということではない

ですので、恐らく区の職員全部で 2,500 人ぐらいおりますので、そのぐらいは間違いなく。

使えないと、もう今仕事はできないです。そういう状況だということで、一般に行政が遅れ

ている、遅れていると言われていますが、そこまで遅れてはいないと私は思っています。皆

さんかなりできる職員はたくさんいないと、もう今、仕事はできない状態にはなっている。 

 多くの行政の仕事というのは、システムありきで進めてきた長い歴史の中でやっていま

すので、最先端のいろんなＤＸというのは入っていないかもしれないんですけれども、基本

的な業務を運営するために必要なシステムの知識というのは、皆さんもう持っていないと

仕事はできないというのが現状なのかなと思っています。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 22 番の質問に戻って、結局システムとかネットワーク等の運用保守事業者というのは、

今何社ぐらいアポイントされていらっしゃるんですか。 

【情報戦略課長】 
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 申し訳ございません。こちらも、正確に何社というのはちょっとつかみ切れていないです

が、かなりの数があります。ただ、昨今傾向としましては、システム標準化で多くの事業者

が自治体の業務からもう撤退を表明していて、かなりちょっと、特に大きなシステムも収束

化されています。元大手の数社にだんだん大きなシステムはなってきていますが、ただ、各

主管課で扱っている様々なシステムは、小さなベンチャーも含めていろんな事業者さんも

入っていますし、それこそＳａａＳの仕組みに、クラウドで利用料だけ払えば使えるような

仕組みになると、毎年毎年入札やプロポーザルでまた業者を変えることも可能になってき

ていますので、かなりの数のベンダーさんとのお付き合いがあるというような認識でござ

いますが、明確に全てのシステムでどのぐらいの業者と関わっているかというのは、ちょっ

と調査したことは今はないです。 

【委員】 

 建前論的なあれだと思うんですけれども、運用とか保守のアウトソーシング事業者って、

やっぱりそこの機密保持がどうなっているのかとか、あと性能保証をサービスアグリーメ

ントに基づいて契約をして、その性能指標を分析していくとかということをやっていく業

務自体は、先ほどおっしゃっていた 30人がやるというよりは、むしろその 400 人の方が判

断して、各所でやっているというような形なんでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 その部分につきましては、各所管にそこまでの専門性はないという認識でございまして、

現在のやり方としましては、情報戦略課に情報化検討部会という、そういった専門の検討組

織を設けておりまして、そこには結構専門性の高い情報戦略課の職員も置いていることと、

そこに、係長級ですけれども、人事とか財政とか、そういったシステムの導入に関する費用

対効果も含めて総合的に検証する組織体を持っていまして、システムの導入のとき、システ

ムを改造するとき、リプレースするとき、そういったときは、全部その検討部会で諮った上

で、果たしてそれが適切かどうかというものをしっかりと審査した上で、可否判断をした上

で、それが通らないと予算がつかないという仕組みで、今運用していますので、その辺につ

いては、専門性を持って担保しながら進めています。 

 これがないと、主管課のほうで入れたものが、入れてみたけれども使えなかったとか、昔

そういう事故がたくさん起こりましたので、そういったものでしっかりと丁寧に進めてい

くという体制は、今でもしっかり維持しながら進めているところでございます。 

【部会長】 

 よろしいでしょうか。 

【委員】 

 すみません、追加でお聞きしたいんですけれども、情報戦略課のほうには、システムやネ

ットワーク等の運用、保守の事業者の方が常駐されているということがあれば、何名ぐらい

いらっしゃるのか教えてください。 

【情報戦略課長】 
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 現在、常駐しているかどうかというのは、システムの導入開発初年度というのは比較的、

ほぼ常駐の状態になっているというようなことも各所管にはございます。ちょっとその状

況まではつかめていないですが、ただ、経験上、大体 1年目ぐらいというのは、ほとんど業

者の方がいるような状態じゃないと回らないことが多いですので、かなり、いつでもいるよ

うな状態で、特に大きなシステムの場合は、そこにベンターさんのほうから、常駐というこ

とではいないんですけれども、必要性があっていつもいるというぐらい常駐でいるような

ことが多いです。 

 情報戦略課の常駐といいますと、まずは、マルチベンダー委託というもので、これは様々

な、ヘルプデスクですけれども、いろんなパソコンとか使っている中で、そういうのが起こ

ったときの対応をすることで委託している、そういう常駐の技術者の方が、今 1.5 人相当常

駐しています、情報戦略課のほうに。そのほか、今、このイントラネットシステムのほうで、

今 1 人常駐があります。現在は、常駐でいるのはその 2 名の方で、あとは何らかの、例え

ば、少し大きな改修があるですとか保守作業があるとか、そういうときはかなり、1週間ぐ

らい詰めていたりとか、そういうこともありますけれども、その辺は常駐と言わないんです

が、そういった場合はベンダーの方が詰所にいていろんな作業をやっているということを、

非常にシステムの改修とかあるたびですとか、保守メンテがあるたびに、そういう体制を組

んで実施したりしています。 

 ただ、昨今は遠隔でかなりできるようになっているというのもありますので、大分この詰

めている人も少なくなっているかな。ただ、セキュリティ上、区の中にいないと扱えないよ

うな場合に、業者さんが少し常駐してやると、そういうようなことをやっていたりします。 

 ちょっと正確な数字はつかめていないんですけれども、大体つかめている、常に常駐でい

るというのはそのぐらいの感じで、今業者さんがいるという状況でございます。 

【委員】 

 それは、何か不具合というか、例えば情報が流出したということがあったときに、即時に

対応するには特に置いていなくて、そういうことがあったときも、遠隔で一度そういうとこ

ろに問い合わせてするという形になっているということでよろしいでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 まず、そういった不具合で、情報流出とかというのはほとんどないんですけれども、シス

テム的な不具合が起こったときは、まだ初動体制のスピードのためには常駐の人がいて、ま

ずできることをやって、すぐにそういうときは遠隔の部隊と、あと応援部隊がすぐ駆けつけ

る体制を取って、障害の規模に応じて、その都度その都度対応するというところです。 

 やっぱり常駐が必要なのは、毎回毎回問合せしたり遠隔でやるよりも、いてしまった方が

効率がいい場合に置いているというような、そんなイメージで、昨今はただ、なるべく常駐

しない方向で、経費もかかりますので、丸々その人件費はかなりの高額になるので、極力常

駐しないでいいような環境を、システムをアップデートするためにどんどん今、シフトはし

ていっているのかなというところでございます。 
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 かつては、もっとたくさん常駐さんはいたという状況でございます。 

【委員】 

 ありがとうございました。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、よろしいですかね。 

 はい、どうぞ。 

【委員】 

 もう一点だけ。 

 先ほどおっしゃっていた情報戦略課のほうが 30名の方いらっしゃるというお話で、その

一方で、人材流出が進んでいるというお話がちょっとあったと思うんですけれども、やっぱ

りそれは、民間と比較した場合、かなりお給料の差があるということが 1つの原因というこ

とと、あと、大体辞めていく方というのは何％ぐらい 1 年間に。だから、30 名のうち、辞

めていく方というのは、せいぜい 1年 1、2名とかそのような、回転率みたいな形だと何％

ぐらい辞められていらっしゃるんでしょうか。 

【情報戦略課長】 

 そこまでものすごい数が出て行っているということはないですけれども、年間 1人とか。

ただ、辞める理由は様々でございまして、ちょっとそこは明確に、給料とかそういうことを

ヒアリングしているわけじゃないから分かりませんが、ただ、明らかに昨今は、かなり民間

のほうがお給料が、特にこういった専門性が高くなってくると全然違ってくるとは、非常に

その辺の技術者不足というのがあるので、ニーズもあって、様々そういうようなヘッドハン

ティング的な声も裏でかかっているのかなという感じも感じます。 

 ただ一方で、逆に民間の働き方がちょっと嫌で、もう少し落ち着いて働きたいとか、シス

テム系の人たち、大変な働き方しているので、そこで民間から来る方たちも一方では、辞め

て、経験者採用で入ってくる方もかなり数もいるというところではございます。 

 ただ、昔はまず公務員から辞めていくという方はあんまりいなかったんですけれども、最

近明らかに、まだ若い状態で辞めるという方が増えてきたなって感じるところではござい

ます。ただそこは、公務員でいると、ずっと情報システム部門にいるかというわけでもなか

ったりもしますし、そのあたり、自分ももっとここを突き詰めてやりたいという、そういう

ところで転職していった、これは聞いてみましたらありましたし、この分野をもっと専門的

に、面白くなっちゃったんで突き詰めていきたいんだよということで転職された人もいる

というところではございます。 

 理想的には、交流がもうちょっといろいろとできたりすると、本当はいいのかなと。特に

民間での経験がある方が来たときは、非常に即戦力として、非常に新しい知見が入ってくる

ので有効ですし、今年もそういった民間経験者のシステムの専門家の人が 2名入ってきて、

非常にいいですよね。これまでとは違った経験を持った方が職員に加わるということで、そ
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のあたりは様々です。 

 先ほど、ちょっと優秀な人がこの間出て行ってしまったんで、ちょっとそういうことを言

ってしまいましたが、明確にそれが 3割いなくなるとか、そういう状況では今はないという

ところでございます。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかによろしいですかね。 

 それでは、情報戦略課長には長時間、非常にたくさんの質問にお答えいただきましてあり

がとうございました。 

 以上で、情報戦略課に対する質問全て終わりましたので、ここでご退席いただいて結構で

す。大変ありがとうございました。お世話になりました。 

 ちょっと 4・5 分休憩取りますか。 

（休  憩） 

【部会長】 

 それでは、再開させていただきます。 

 先ほどの続き、質問 27からヒアリングを再開いたします。 

 それでは、27 から 29 が 59 の②関連ですね。対策課長のほうからよろしくお願いします。 

【滞納対策課長】 

 では、まず通番 27 番ですね。下記の事項について、区税と国保料の両方の情報を教えて

ほしいということで、①滞納の規模、そのうち回収できなくなる債権の割合、債権回収が滞

る主な原因として挙げられるものについてです。 

 まず、滞納の規模でございますが、令和 6年度の決算ベースで申し上げますと、区税が、

滞納者数が約 1 万 5,000 人、未納額が約 14 億円、国保料につきましてが、滞納世帯が約 3

万 4,000 世帯、未納額は約 40億円というところでございます。 

 回収できなくなる債権の割合というところでございますが、こちらのほう、年度当初にそ

の年度に納めないといけない保険料の総額、それに対しての割合ということで申し上げさ

せていただきますと、区税のほうにつきましては約 0.2％、国保料については約 5％という

のが令和 6年度の実績でございます。 

 滞納となる原因として主なものというところでございますが、税、国保料ともに、実際に

財産がない、そういったところで、実際に欠損という形で回収不能というところになってい

るというところでございます。 

 続きまして 28 番、他区との比較情報があれば教えてほしいということについてでござい

ます。 

 こちらのほうにつきまして、他区の滞納者数であったり滞納世帯、未納額、そういったと
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ころについては、ちょっと情報として把握していないところではございますが、収入率とい

うところで申し上げますと、まずこの収入率といいますのは、年度当初に納めないといけな

い税額であったり保険料、それに対して、実際に納まった額の割合、納付された額の割合と

いうところになります。それにつきまして、まず区税のほうとしましては、新宿区 97％と

いうところなんですけれども、他区を見ましても大体 97％から 98％というところで、他区

と比較して、大体同じぐらいなのかなというところで認識しているところでございます。 

 続きまして、国保料のほうにつきましては、特別区全体というか、平均が約 8割というの

が収納率というところでございます。新宿区は 70％前半というところなので、他区と比べ

て、その数値は低いというようなところになってございます。ただ、傾向として見られると

ころとしまして、外国人居住者の多い区につきましては、収入率が特別区平均より下回って

いるところが多いのかなというところで分析しているところでございます。 

 続きまして、29番でございます。職員研修の回数が 54 回と多く、業務内容がそれだけ複

雑であると推察するが、研修内容について具体的に教えてほしいというところでございま

す。 

 こちらのほうにつきましては、大体テーマ数でいうと 15テーマぐらいで、どうしても全

員を集めて 1回でやるということができないので、人数を区分けしてやっておりますので、

そういったところで延べ回数が多くなっているところでございます。 

 内容としましては、まず、基礎研修ということで、しっかりと、例えば、税務の知識ある

者については国民健康保険の知識がないと、国民健康保険料の知識がある方については税

の知識がないという状況でしたので、まず、制度をしっかりと理解するというところ、ここ

に時間をかけてやらせていただいているところです。 

 あとは、実際の納付相談のロールプレイングですね、そういった実際の事例みたいなもの

を出させていただいて、どういう応対をしたほうがいいのかとか、会話のシミュレーション

ですね、そういったことをやらせていただいたというところでございます。 

 回答は以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。 

 収納率向上については後ほど質疑がありますので、それ以外の点で何かご質問等ありま

したら。 

【委員】 

 ちょっと聞きそびれちゃったかもしれないんですが、区税のほうは 1 万 5,000 人が滞納

していて、10億円とおっしゃっていましたか。 

【滞納対策課長】 

 14 億円です。 

【委員】 

 そうすると、1人当たりにすると、ちょっと電卓がないんであれですけれども。 
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【滞納対策課長】 

 10 万ぐらいですね。 

【委員】 

 1 人 10 万円ぐらい滞納した。 

 国保のほうは 3万 4,000 人で 40 億。 

【部会長】 

 3 万 4,000 世帯ですね。 

【委員】 

 3 万 4,000 世帯ですね。結局、回収率といったときに、1年目は回収できなくて、2年目、

3年目で回収できるというケースだと、最終的に残って切り捨てる、だから、民間でいうと

償却するという状態になるものというのは、0.2 とか 5よりさらに下回るということですよ

ね。 

【滞納対策課長】 

 ご指摘のとおりと認識しております。 

【委員】 

 それで、最終的に回収できない率というのは、何％になりますか。0.2 とか 5とかじゃな

くて、恐らく 2年目も 3年目もその回収努力をすると思うんですけれども、そのときは、そ

れで最終的に残るのは何％。 

【滞納対策課長】 

 ご指摘のような統計の取り方をしていなくて、毎年度当初、税も国民健康保険料も６月に

調定というか、新しいものが立つ。さらに、前年度までに納まらなかったものについての合

わさったものが、その年度に納まらないといけない額ということに対して、どれだけ欠損と

いう形で、民間でいう回収不能ということで償却というかしている額、そこの数字は出して

いるんですけれども、それぞれ細かく、実際一人一人の部分で見ていって、実際、税であれ

ば 5 年、国民健康保険料であれば 2 年という、この時効期間であったりとかあるんですけ

れども、それを考えた上で、どれだけの人が焦げついているかとかって、ちょっとそういっ

た統計は取ったことがないというところです。 

 ただ、傾向としまして、まず税のほうで言いますと、現年度優先ということで、まず税が

新しく立った年度、翌年度に繰り越さないように、しっかり対応していこうというところで

取り組んでいるところでございまして、2 年目以降になると、逆にやり尽くしているので、

財産調査とか含めて。なので、なかなか 2年目以降になってくると回収率がかなり低くなっ

ているという現状はございます。 

【委員】 

 私が知らなかったこととして、税金は 5年で回収するということと、国保は 2年という、

その時効があるということ。それって、でも、何かあれですね、5年間で回収しないという

のはあれですけれども、2年間で時効になっちゃったら、支払わなくて済んじゃって、ある
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意味逃げられるというような状態になっちゃうということですか。 

【滞納対策課長】 

 時効期間 2年ということで、かなり短い中なので、そこはしっかり、今回税と国保一元的

に取り扱うということで対応する課としてできておりますので、そこは公平性を担保する

というところで、納付ですね、意識を持っていただいて取り立てると、徴収するというとこ

ろ、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

【委員】 

 その 2年とか 5年というのは、これはもう国の制度として決まっていることですよね。 

【滞納対策課長】 

 はい、法律で決まっているところでございます。なので、全国一律でございます。 

【部会長】 

 保険のほうですけれども、その未納期間中にお医者さんにかかったら、どういう状態にな

るんですか。 

【滞納対策課長】 

 そちらのほうにつきましては、実際滞納者に対して医療機関の受診がどうかというのは、

医療保険年金課のほうで判断してやっているものなので、ちょっと私のほうで正確に申し

上げにくいところではあるんですけれども、実際、滞納があるから全く医療機関受診できな

いとか、そういう形にはなっていないかと思うんですよ。個々の事情を見て、対応されてい

るのかなというふうな認識でございます。 

【部会長】 

 保険証を取り上げたり、保険証の番号を無効にしたりという措置は取っていないですよ

ね。 

【滞納対策課長】 

 基本的には取っていないというふうに認識しています。 

【部会長】 

 そうすると、医療機関にかかったときは、やっぱり 3割なら 3割負担の、その料金だけ支

払って医療を受けられるということなんですね。 

【滞納対策課長】 

 ご指摘のとおりでございます。 

【部会長】 

 そうすると、先ほど委員がおっしゃったように、逃げ得というか、インセンティブとして

あれですよね、払わずにも受けられるんだったらいいな、でも法律でそうなっていたら、な

かなか難しいですよね。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、30 番から 34 番が区税収納率の向上になります。よろしくお願いします。 

【滞納対策課長】 
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 では、30 番です。電話催告により納付金額が昨年度より増加しているのに、収入率が昨

年度より若干下がっている理由を教えてほしいというところでございます。 

 これにつきましては、まず、昨年度につきましては、納付案内センターを設置するという

ところで、準備期間がございました。そういった意味では、1月は稼働していないというと

ころになってございます。稼働月数が違うというところで、最終的な決算ベースでいいます

と、電話催告による納付金額というのは若干下がっているというところでございます。 

 ちょっと補足的に申し上げますと、納付案内センターのほうで行っている電話催告につ

きましては、おおむね納期限から 1 か月経過しても納付がない方を中心に行っておりまし

て、要はうっかり忘れといいますか、そういった方を中心に催告を行っているというところ

でございます。 

 収入率が下がっている要因というところで、先ほど若干触れさせていただきましたが、2

年目以降の部分のところでの滞納部分、そういったところの回収率がなかなか上がらない

というところが要因というふうに考えてございます。 

 次、31 番です。滞納整理に関わる人員はどのくらいいるのかというところでございます

が、約 35名程度でございます。 

 続きまして、回収業務を民間に任せることができるのかというところでございます。 

 こちらの滞納整理業務につきましては、公権力の行使、差押え処分とか、そういったとこ

ろを伴いますので、やはり公権力の行使という部分については、しっかり区で対応しないと

いけないというところで認識してございます。 

 ただ、先ほどの電話催告であったり、そういったところ、催告業務とかにつきましては、

民間の活用ができる部分がございますので、そういったところは可能な限り活用を検討し

て、これまでも進めているというところでございます。 

 続きまして、33 番です。債権回収困難な対象者は、国や都にも未回収債権があると考え

るが、これらの債権回収を一本化し、まとめて管理することはできないのかというところで

ございます。 

 やはりこちらのほうは、滞納処分、そういった法的な立てつけですね、そういったところ

が必要な分野になってございます。なので、多分ご質問の趣旨としましては、1か所でまと

めたところで、スケールメリットで対応されたほうがいいんじゃないかというところなの

かと思うんですけれども、それについては、例えば都のほうが、徴税吏員のほうが実際に区

税とか、そういったところの滞納処分もできると、そういう様々な法的な立てつけが必要か

なというふうに認識してございます。 

 そういったところで申し上げますと、区民税につきましては、都民税と一緒に併せて徴収

するという形の法整備になっておりまして、それについては、まず区税をつかさどる各特別

区で、実際都税と一緒に徴収業務を行っているんですけれども、地方税法のほうで、都民税

と一緒に滞納整理をやっている関係だと思うんですけれども、一部債権回収が困難になっ

たものについて、東京都へ引継ぎというようなことを行っておりまして、東京都のほうでは、
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各都内の市区町村のほうの、なかなか回収が困難であったものを引き継いで、1年間という

ところが原則になりますが、東京都のほうで集約的にその専門部隊で徴収を行っていると

いうようなところが法の規定でございまして、そちらのほうは活用させていただいている

というところでございます。 

 ただ、国のほうとの部分につきましては、法的な立てつけがないのかなと理解しておりま

すので、そういったところはないところでございます。 

 続きまして、34 番になります。滋賀県野洲市では、生活困窮者の相談窓口において、福

祉に関する相談だけでなく、税金、保険料などの相談もワンストップできるような仕組みが

あるが、新宿区も同様の取組を実施しているか、また、していない場合は、実現の可能性は

あるのかというところでございます。 

 まず、滋賀県野洲市のような取組は、現状新宿区では行っておりません。現状新宿区で行

っているというところでは、納付相談があったときに、例えば多重債務で苦しんでいらっし

ゃる方であったり、ちょっと生活福祉課のほう、福祉事務所のほうに相談に行ったほうがい

いんじゃないかというような方について、相談の中で、相談窓口をご案内するというような

対応はさせていただいておりますが、例えば、福祉事務所の職員と一緒に相談を受けると、

そういったことは行っていないというところでございます。 

 新宿区のほうで同じような取組ができるかどうかというところについては、ちょっと滞

納者数の、滞納世帯とか、そういったところの規模から、なかなか難しい部分もあるのかな

というところはございますが、新宿区で取り入れられるようなところはあるのかどうか、そ

ういったところは今後研究していきたいというふうに考えているところでございます。 

 私のほうからは以上です。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 今のお答えに対して、追加のご質問等ありましたら。 

【委員】 

 ちょっと先ほどのお話に戻ってしまうんですけれども、国保について、3万 4,000 世帯で

国保の滞納が 40 億円ぐらいということで、先ほど 70％前半とかということをおっしゃって

いた部分と、何か整合していない部分というのは、最終的に回収できないのは 5％だけで、

最初の発生する国保の未収部分というのは、もっと大きいということですか。 

【滞納対策課長】 

 はい、そうです。そちらのほうが約、6年度いいますと 40 億円というところです。 

【委員】 

 だから、30％が回収できないのを、頑張って回収して残り 5％まで持っていくから、25％

分は職員の方の努力で回収しているということですね。 

【滞納対策課長】 

 そうですね。国民健康保険料でいいますと、大体毎年、決算のところでいうと未納額 40



42 
 

億円前後になってくるんですけれども、実際不納として欠損になるのは、毎年 10 億円前後

というようなところになってございます。 

【委員】 

 この未納額 10 億というのは、40 億あったところが 10 億になるということは、相当頑張

っていらっしゃると思うんですけれども、10 億円といったときに、3万 4,000 世帯が 40 億

ですから、10 億になった段階だと多分 1 万世帯ぐらいが回収できないということになるん

ですか。 

【滞納対策課長】 

 少々お待ちください……お待たせいたしました。ちょっと世帯数という換算はしていな

いんですけれども、世帯数ではなくて延べというところで、期数での部分しか情報として持

っていない、今手元にないんですけれども、大体 10 万件ぐらいということですね。国民健

康保険料 10 期分でやっておりますので、それを 1 期換算での件数になりますが、約 10 万

というところでございます。 

【委員】 

 10 期で 10 万件だったら、1期で 1万件じゃないんですか。 

【滞納対策課長】 

 実際に納めていない者が、全員が 10期分というわけではないので、最大でいうと 2年分

なので、20 期分というふうにあるので、ちょっと正確に、単純にちょっと割り返して出せ

ないというところで、申し訳ございません。 

【委員】 

 この滞納率というか未納率が劇的に改善する方法というのは、やっぱり個別性が強いか

ら、なかなか滞納者から回収することって、どうしたら改善できるんですかね。 

【滞納対策課長】 

 なかなか、どうやったら収納率を上げていくかというところにつきましては、やはりまず、

そもそもちょっと収納率が国保のほうが低いというところについては制度上なところで、

税のほうについては、一定の収入以下の人については非課税ということで税が全くかから

ないというふうなつくりになってございますが、国民健康保険料の場合は、収入がなくても

一定の金額、7万円程度の年額の保険料がかかるというところがございますので、やはり生

活が苦しい方のところでの、収入が本当に低い、税でいえば非課税みたいなところの部分の

ところがやはり低いというとこになっているというところがございます。 

 あとは、近年でいいますと、外国人の留学生とかも増えてきているという中で、やっぱり

そこの部分ですね、未納が増えているのかなというところがございますので、まずは、そう

いったところ、制度の周知をしっかりして、払わないといけないというところをご理解して

いただいて、納付意識を高めていくというところが、まず 1つ必要かなというふうに思って

おります。 

 あとは、滞納世帯数がかなり多いというところになってございますが、今回滞納対策課と
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いうことで税と国民健康保険料を一元的に取り扱う部署ということで新設されたというと

ころでございます。これの目的、効果として 1つ狙っているところにつきましては、重複滞

納者が約 3割いると、税側から見ますと。そういったところがありますので、そういったと

ころ、これまで国民健康保険料で手つかなかった部分についてもしっかり対応していきた

いというところで、収納率を上げていきたいというふうに考えてございます。 

【委員】 

 今の 10 億円の最終的に回収できないところなんですけれども、それは、10 億のうち何割

が外国人からの未納で、何割がお金がなくて払えない方で、例えば、お金があっても払って

いないという方はいらっしゃらないかもしれませんけれども、何割ずつぐらいがそういう

バランスになっているんでしょうか。 

【滞納対策課長】 

 まず未納額、先ほど申し上げた約 40億円のところについては、日本人、外国人別の統計

というところは取っているんですけれども、不納欠損の、実際に欠損として落ちる、毎年度

大体 10 億円程度というところについては、日本人と外国人の別の統計はちょっと取ってい

ないというところではございます。 

 実際に不納欠損になるというところにつきましては、基本的には、少々お待ちください…

…お待たせいたしました。大体、財産がない云々というところが、6年度でいいますと、約

7億円が実際欠損として落ちたというところなんですけれども、約 6億円が財産がないとい

うようなところになってございます。あとは、多いところで、生活保護を受給されているよ

うな方になったというところで約 3,000 万ぐらいというところ、あとは、外国人の方で、実

際にもう国外に、日本国から出て行ってしまったりとか、そういったところですね。そうい

ったところが約 2,000 万ぐらい、そういったところが主なところでございます。 

【委員】 

 そうすると、外国人がお金を払わない金額というのは、今おっしゃっていた不納部分の 10

億のうち、2,000 万しかないということですか。2,000 万ですよね。 

【滞納対策課長】 

 2,000 万というのは、海外に行ってしまってという方なので、そうではないです。 

【委員】 

 財産がない中にも、外国人の方いらっしゃる。 

【滞納対策課長】 

 そうです。転出とか行方不明とか、その他徴収が困難云々というところは、大体 6,000 万

強というところですね。こういったところについては、実際に時効を迎えてしまって落ちて

いるというところがあるのかなというところですね。こういったところを減らしていくと

いうところが、重要かなというふうに思っております。 

【委員】 

 先ほど、40 億の中で日本人と外国人のバランスというのは統計取っているとおっしゃい
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ました。それは、どのぐらいの割合なんですか。 

【滞納対策課長】 

 約 26 億円が日本人で、14 億円が外国人というところでございます。 

【委員】 

 そうすると結構、14億円と 26 億円で、新宿区に住んでいる外国人というのは 2割ぐらい

ですよね。 

【滞納対策課長】 

 13％ぐらい。 

【委員】 

 13％の人が 14 億円で、87％の人が 26 億だから、やっぱり外国人の方の滞納率というの

は、無視できないぐらい大きいということですね。 

【滞納対策課長】 

 しっかり取り組んでいく必要があるというふうな認識は持ってございます。 

【委員】 

 でも、その 14億で、最終的に回収できなかった金額というのは、これ、10 億のうち何億

かというのは分からないということですか。 

【滞納対策課長】 

 そうですね。そういった部分での具体的な数字は統計として、すみません、取っていない

というところでございます。 

【委員】 

 でも、そうすると、回収、ちょっとやっぱり償却債権が損失だから、最終的に。もし、別

に日本人と外国人と分けなくてもいいのかもしれませんけれども、ただ、やっぱりそれは管

理したほうがよろしいんじゃないかなと思うんですけれどもね。やっぱり回収率を上げて

いくという観点で、日本人の原因というのは、財産がないというのが原因だと思うんですけ

れども、外国人の場合は、もしかしたら本国でお金を持っている、あるいは実際には制度を

よく知らないから、お金を払わないで逃げていっちゃうみたいな形になっている可能性が

あるんで、やっぱり属性別の管理はきちんとしないと、回収につながっていかないんじゃな

いかなと思います。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 ほかに、よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございます。滞納対策課長はここでご退席いただいて結構です。あ

りがとうございました。 

 残りの部分ですね。35番から 40 番までですね、全部課税事務の効率的な運営ということ

で、税務課長さんのほうからお願いいたします。 

【税務課長】 
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 税務課長でございます。 

 それでは、通番 35 番ですね。経常事業 648 番の課税事務の効率的な運営でございまして、

ご質問いただきました内容が、取組２、当初課税業務の外部委託について、外部委託した業

務の中にエラー処理業務とあり、令和 6 年度は 1 万 8,000 件弱となっているのが、このエ

ラー件数を減らしていくことで、令和 7 年度以降のコストを削減していく予定などはある

かとのご質問をいただきました。 

 これにつきましては、不要なエラー項目を精査いたしまして、システム上出力させないよ

うな形にするというところで調整を進めたいと考えているところでございます。 

 これ、そもそも不要なエラー項目がなぜ出るのかというところなんですが、この 1月から

税務システムを刷新いたしました。これは、国が進めているシステムの標準化に合わせたシ

ステム更新だったんですけれども、これまで区がホストコンピューターにより、自前でやっ

ていたときには、かなり細やか、丁寧な処理ができるといったメリットがあったのですが、

標準化になりますと、どちらかというと、細かな仕様をそぎ落として、全国統一で基本的な

ところを押さえることで、コストですとか、あとは毎年のように行われる税制改正、こうい

うものに対応を迅速にできるようにしようと、そちらのメリットを取ったということで、逆

に、なかなか細やかな対応ができない中で、何でもエラーを拾ってきてしまう。 

 例えば、会社の住所が歌舞伎町 1丁目 4番 1 号のところが、1－4－1になっていたり、歌

舞伎町の次にスペースが空いて 1－4－1になっていたり、そうするとそこで、ああ、いつも

と違うねということでエラーになってしまう。ホスト時代には、こういうところはエラーに

は入らないというようなことで、うまくよけていたというようなことがございます。 

来年の 2月に標準化に移行するんですけれども、その過渡期の中で、新しいシステムの業

者としっかり調整をいたしまして、そういう不要なエラーを出さないような調整というの

が、今進めているところでございます。 

 次、36 番でございます。事業名は同じでございまして、ご質問いただきました内容が、

委託先事業者の利益がどの程度であるか把握しているかとのことでございます。その場合

は、経費における割合がどの程度かというところなんですけれども、これ、ご請求いただい

た委託経費のうち、どれが、収益率的なものというのは特にご報告はいただいておりません

ので、また、こちらからもそういったところにつきましては報告を求めてございませんので、

結果把握していないというところでございます。 

 次が 37 番でございまして、36番に続きまして、この外部委託した業務で、郵便開封業務、

給与支払報告書等のシステム入力補助業務、エラー処理業務がございますけれども、それぞ

れかかったコストの内訳でございます。 

 まず、真ん中の給与支払報告書等のシステム入力補助、これにつきましては単価契約とい

うことで、約 10 万件ほどの件数になっているんですが、この金額がトータルで 1,095 万 259

円というところでございまして、処理件数が約 11万件ぐらいになるんですが、割り返しま

すと 1件当たり 100 円ほどということになってございます。 
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 残りの郵便開封業務ですとかエラー処理業務につきましては、総価契約ということにな

ってございまして、見積りの段階で一式ということで契約に至っておりますので、こちらに

ついては把握ができないというところでございます。 

 次に 38 番でございます。これも委託についてでございますけれども、この当初課税業務

のシステム入力補助やエラー処理といった業務について、東京都や他区でも同様の作業を

行っているのかというところでございますが、直接自治体に確認をしておりませんが、例え

ば、新宿区の業務を請け負った会社の状況を見ますと、世田谷区さんですとか、23 区でも

幾つか請け負われているようでございます。また神奈川県、隣であれば川崎市ですとか、千

葉県であれば浦安市、そんなところが出てきておりますので、当然こういう単純業務につき

ましては、委託はどんどん進んでいるものと考えてございます。 

 次、39 番でございますが、事業経費の多くを過誤納還付金が占めているとのことだが、

過誤納還付金が多く発生する原因は何か、また過誤納を減らすための取組は行っているか

というご質問でございます。 

 この過誤納還付金、読んで字のとおり誤ったという字があるんで、役所が計算をミスした

のではないかと思われてしまうこともよくあるんですが、これはほとんどが税額の変更で

す。それも、納税者様側の状況の変化による税額の変更ということでございます。 

 具体的には、申告したんだけれども、その後、経費として落としたいものが新たに出てき

たですとか、あと株の利益、配当等ですと、先に特別徴収しているんですけれども、それの

精算、結果的に確定申告の時期になりますと、税金が取られ過ぎていたとか、取り過ぎてい

たとか、そういうような形になって出てきてしまうものでございますので、これはなかなか

減らしていくというのは、申告とぴったりにできればいいんですけれども、性質上なかなか

そうもいかないというところがございますので、方策としては、明確なようなものはござい

ません。 

 最後 40 番でございますけれども、給与支払報告書のシステム入力補助において、生成Ａ

Ｉの活用等は検討できないかというとでございますが、確かに委託の中でも、結局パンチ入

力ということで入力いろいろ、書類が送付されてくる中で、それをまずはシステムに入力す

る作業ということがございますが、まずここを、例えばＯＣＲというのは昔からありますけ

れども、これをより精度の高い自立的な機能を持ち合わせるようなＡＩ－ＯＣＲですとか、

こういうことは他の自治体でも過去、検証なんかが行われておりまして、認識率も 95％近

く出るというようなお話は存じ上げてございます。 

 ただこれも、ハードルといたしましては、システムを提供する企業のクラウド上で処理を

行わなければいけないと、現段階ではそういうような状況ということで聞いておりまして、

どうしても個人情報を入力するというところで、その基準、考え方等が、全国統一的に確立

されていないと、なかなか安易に、非常にセンシティブな情報を全てクラウドで、読み取り

の作業で出してしまっていいのかと、そこは課題であるというお話は伺っております。 

 ただ、これ、そもそも紙でもらったものを役所が正確に何か機械で読み取るという作業よ
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りは、もともと電子でいただければ、それを電子処理がそのままできるわけでして、川上の

ところから川下のところまで全てデジタル化していこうということで、国のほうも税務業

務のＤＸというところで方策を考えておりまして、電子納付、まずはしっかりやってくださ

い、具体的には、国税においてはｅ－Ｔａｘということで、平成 16年からスタートしてい

まして、インターネットを使った申告ですとか納付ができる。それから、その翌年、平成 17

年からはｅＬＴＡＸ、ｅＬＴＡＸというのは、ｅ－ＴａｘのｅにＬ、Local のＬをつけて、

読み方はエルなんですがｅＬＴＡＸ、これ、ｅ－Ｔａｘの地方税版ということで、翌年から

始まっております。 

 実際に新宿区でも、給与支払報告書という、企業から新宿区内に住んでいる方へ給料をこ

れだけ払いましたよという報告をまずいただいて、それを基に税額計算していくんですが、

その報告の 75％ほどが既にこのｅＬＴＡＸによる電子的なご報告をいただくようになって

ございます。これを、まずはしっかりと高めていくことで、業務の省力化、これは企業様に

おいても、手書きですとか、何かワープロ等で打ったものを紙で、それを郵送で送るとかで

はなくて、そもそも電子的にインターネットを介して役所に送っていただくことで省力化

が図れますし、受け取る役所側も、先ほどのようにその後の処理が、そのまま電子で来てお

りますので、何かＯＣＲ、ＡＩ－ＯＣＲで読み取ってからというような作業もなくなります

し、その分の委託経費も大きく削減できると考えてございますので、今後はしっかりそうい

った啓発ですね、推進をしていきたいと考えております。 

 具体的には、今年に入りまして、新宿区内の税務署、都税事務所、それから区役所の税務

課ですね、こちらのほうで、3つの税なので三税協議会というのが、もともとあったんです

が、これを、ＤＸを推進していくことを目的に新宿区三税協議会というのを新たに立ち上げ

まして、その中にＤＸ部会というものを設けました。今後は、先ほどのような国、都税、そ

れから市町村民税、こういうものを全て、事業者、役所側の両方が、あと住民の方も、電子

で申告、納付をしていただくような仕組みづくりの推進を行うことで、国全体を税務の業務

の効率化を図っていこうということで、具体的に進めていこうという仕組みづくりも行っ

たところでございますので、区独自ではなくて、国と都道府県一緒になって、しっかり基礎

的自治体が取り組んでいく必要があるのかなと考えてございます。 

 以上でございます。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問等のある方はどうぞ。 

【委員】 

 ご説明ありがとうございました。 

 結局、予算とか事業経費って、4億 5,200 万でしたけれども、システムの外注、外部委託

の経費というのは 4,600 万ぐらいだったって前聞いていたと思うんですけれども、過誤納

金のほうが大きくて、3.何億円だったとお聞きしたと。そういう理解でよろしいですか。 
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【税務課長】 

 ええ。課税事務の効率的な運営ということでは、具体的には、当初課税の業務委託という

契約をしておりまして、それに係る経費が 4,500 万ぐらいが実績なんでございますが、委員

おっしゃるとおり、大きなところでは、還付する金額そのものを歳出予算として計上してい

ますので、その額がどうしても大きくなってしまうというところでございます。 

 この事業に直接、効率的な運営というところでは、4,500 万というのが大きなところでご

ざいます。還付とはまたちょっと別な形になりますので。 

【委員】 

 だけど、事業経費の中に過誤納金が入っているということ自体がおかしいということで

ね、やっぱり。事業経費じゃないですもんね、この過誤納金って。 

【税務課長】 

 そうですね、事業かと言われると、返すことが事業かと言われると。大きく見ると、歳出

事業ということで分類は区としてはしているんですけれども、この経常事業の中では、取組

の 1つとしては、新システムの移行と、2つ目が当初課税業務委託ですので、この還付のほ

うは特に、金額としては入れてございません。 

【委員】 

 4 億 5,200 万の中に入っているんですよね。 

【税務課長】 

 失礼しました。予算事業 4億 6,500 万ですので、すみません、目出しはしていないんです

が、委員のご指摘のとおりでございました。失礼いたしました。 

【委員】 

 だから、本来は歳入のマイナスにすべきことなんですよね。 

【税務課長】 

 歳入からお返しする場合もあるんですけれども、これ、本当に当該年度の分を 1回入れた

んだけれども、同じお財布から返すというのが歳入還付と中では言っているんですが、こち

らの、今の 3億のほうは、もう過年度分の、過ぎてしまったものを払うためには、入れたと

ころから返せないという仕組みがございますので、会計上、どうしても別建てで、歳出のお

財布からお返しをするということで、予算を分けているというところでございます。 

【委員】 

 民間でいうと、過年度修正みたいな話ですね。ありがとうございます 

【税務課長】 

 はい。 

【委員】 

 ありがとうございます。 

【部会長】 

 ありがとうございます。会計年度独立の原則があるんで、役所になっちゃうと難しいです。 
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 ほかに何か、よろしいですか。 

 それでは、以上をもちましてヒアリングを終わらせていただきます。 

 税務課長、ありがとうございました。ここで退席いただいて結構です。 

 それでは、本日の振り返りとか整理をしたいと思います。 

 本日のヒアリングを受けて、ご意見、ご感想等あればお願いします。あわせて、追加の質

問などが、聞き漏らしちゃったというのがあればお願いします。いかがでしょうか。 

 大体、たくさんご質問いただいたので、いいですかね。 

 それでは、本日の議事はこれで終了となります。 

 最後に事務局から事務連絡をお願いします。 

【事務局】 

 では、幾つか事務連絡させていただきます。 

 まず、今後の予定のアナウンスです。 

 まず、現地視察の概要のご確認です。 

 メールで先にお知らせしましたけれども、中野区役所のほうに視察に行くことが決まり

ました。日時を再度、日が近づきましたら、改めてメールでもリマインドはさせていただき

ますが、今口頭でお知らせします。 

 視察日時、8月 18 日月曜日の 9時半から正午 12時を予定しています。視察先、中野区役

所です。集合場所は、中野区役所の 1階、建物入ったところで集合とさせていただきます。

来庁者用のエレベーターというのがあるそうですので、そちらのエレベーターの前で集合

をお願いします。集合時間は、視察の 10 分前、9時 20 分に集合とさせてください。 

 参加者なんですけれども、実は、第 2部会のほうで、区の施設のマネジメントということ

をテーマに、別で今評価をしてもらっているんですけれども、ちょうどその中で、本庁舎の

検討というふうな業務がありまして、第 2 部会としても関係が深いということで、第 2 部

会の皆様ももし来たければということでお声がけをさせていただきまして、総勢、行くのが

14 名となりました。14名、こちらの第 3部会の 5名と事務局 3名で、あと、今日出席して

いた中から、情報戦略課長と、あと行政管理課長も一緒に行かせていただきます。あと、第

2部会のほうからは有志の方が 3名と、あと第 1部会の竹内先生もいらっしゃるご予定にな

っております。 

 事前資料を以前に、ダウンロードリンクでデータでお送りしています。もしもう中をご覧

いただいた方はお分かりかと思うんですが、結構な量の事前資料を送っていただいており

まして、当日紙での資料配付は全くないということですので、当日手元に紙が欲しいなとい

う方は、8 月 15 日、前の営業日の金曜日まで事務局までご連絡いただければ、紙で刷った

ものを当日お持ちします。 

 視察については今、アナウンスは以上とさせていただきますが、視察について何かご質問

ある方いらっしゃいますか。よろしいですかね。 

 では、視察の次の取りまとめ会の日程確認です。 
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 取りまとめ会は、現時点で 2回に分けて実施することを予定しておりまして、1回目は 8

月 28 日木曜日の 13 時 30 分から 16 時、第 4 委員会室で予定をしております。取りまとめ

会第 2 回は 9 月 2 日火曜日、こちら 13 時ぴったりから 15 時 30 分までを予定しておりま

す。こっちのほうは、お部屋が第 2委員会室ということで、あっちの奥のほうの委員会室に

なります。当日はまた貼り紙をさせていただきます。取りまとめ会 2 回予定しております

が、1回目のほうで評価の取りまとめが終わった場合は、2回目は中止となりますので、よ

ろしくお願いします。 

 では、まず今後の予定の確認は以上です。 

 次に、評価作業のご説明になります。 

 次に委員会室に集まるのは評価の取りまとめ会ということになるんですけれども、その

取りまとめ会までに、委員の皆さんには個人の評価作業をお願いいたします。本日紙でお配

りした内部評価チェックシート、こちらの中に、それぞれ事業、テーマごと評価等を記入し

てください。評価の欄には、評価結果と評価の結果を選んだ理由を記入してください。その

ほか、ご意見等がある場合は、今後の取組の方向性に対する意見か、もしくはその他の意見・

感想欄に、意見、感想を記入してください。 

 こちらの提出締切りについては、8 月 20 日水曜日までにお願いいたします。外部評価チ

ェックシートの提出は 8月 20 日水曜日までにお願いします。 

 提出形式については、できれば電子データでいただけると有り難いです。電子データ、ま

たは紙とさせていただきます。チェックシートの電子データについては、今日この会議の後

に、夕方以降、またメールでお送りをさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 評価作業の説明については以上です。 

 最後に、以前ちょっとメールでお送りさせていただきました企画政策課の執務スペース

の見学についてですけれども、稲継会長のほうから、中野区役所へ行く前に、そもそもうち

の区はどういったスペースで今、お仕事をしているのかというのを、今の現状を見るべきで

はというふうにおっしゃっていただきましたので、ちょっと事務局、企画政策課が普段どう

いったところで仕事をしていますというところを、この後、3階に下りて、お時間のある方

は少し見ていただければなと思っております。時間はそんなにかけることを想定していな

くて、10 分程度と考えておりますので、この後ご予定が少し大丈夫な方は一緒にお願いを

いたします。見学の後、そのままそこで解散、3 階で解散させていただければと思います。 

 事務連絡は以上となります。 

【部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは閉会といたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 


